
 

 

 

11月28日（木） 

 

 

  

- 65 -



- 66 -



  

午前10時０分開議 
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一般質問◎

これより本日の会議を開き○野﨑幸士副議長

ます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、福

田新一議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○福田新一議員

ざいます。自由民主党、北諸県選出の福田新一

でございます。遠方からたくさん傍聴においで

くださってありがとうございます。

11月になっても暑い日が続くと思っていまし

たが、急に冬となりました。そして、県議会議

員になって、はや４回目の一般質問に立たせて

いただきます。ありがとうございます。いつも

のとおり、今の心境を短歌で歌います。

「霜月にフェニックス揺らす両輪は議会の声

と行政の足」

霜月とは旧暦の11月です。宮崎を代表する植

物といえばフェニックス、そして、議会と行政

は車の両輪と言われています。議会と行政がう

まく回転する両輪に、フェニックスは心地よく

揺れている様子を歌いました。いかがでしょう

か。（拍手）

「霜月にフェニックス揺らす両輪は議会の声

と行政の足」

県庁職員と県議会のメンバーで、名前はまだ

決まっていませんが、短歌を愛する同好会が年

内に発足する予定です。香川県はうどん県と言

うに値しまして、宮崎県は短歌の県として輪が

広まるといいなと思っております。

それでは一般質問に入ります。

最初に、宮崎の農業振興について伺います。

世界中で愛されるアニメ映画を手がけてきた

宮崎駿監督がマグサイサイ賞を受けられまし

た。アジアのノーベル賞とも呼ばれている同賞

です。

この賞を元県知事の黒木博さんが昭和49年に

受賞されていたことを知りました。現金収入を

求めて多くの若者たちが県外へ出ていった時

代、1959年に知事となってから、大型台風によ

る被害を防ぐため、早期水稲作りを導入されま

した。農家が稼げるよう畜産を奨励。そしてま

た、沿岸部で広げたビニールハウスによる野菜

作りは、全国の先進地として知られるようにな

りました。

若い農家が自ら学ぶＳＡＰ活動のほか、商工

業の経営者をつくるＳＳ活動をスタートさせ、

観光立県への施策も評価を受けました。

当時の記事に「県土の持ち味を生かした本県

らしいユニークな開発が認められたのではない

か。個人の喜びより、むしろ県民に感謝してい

る」と感想を語っておられます。受賞からちょ

うど50年、半世紀です。

知事、温暖化や資材高騰の中、宮崎らしい農

業を展開するときと考えます。県で進める農業

分野でのグリーン成長プロジェクトの取組につ

いて伺います。

あとは質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

地球温暖化や資材高騰など、農業を取り巻く

環境が大きく変化する中で、本県農業が今後と

も成長していくためには、昨年のＧ７農業大臣

会合でも示されたように、県内の地域資源を最

大限に活用し、持続性と生産性の両立した宮崎

らしい取組の構築が大変重要であると考えてお

ります。

このため、グリーン成長プロジェクトにおき

令和６年11月28日(木)
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ましては、持続性の高い農業への転換を図るた

め、飼料作物の生産拡大や未利用稲わらの活用

等による粗飼料自給率の向上、省エネ機器の活

用による化石燃料使用量の低減、環境に優しい

有機農業の拡大などに取り組んでおります。

また、新たなイノベーション等による生産性

向上を図るため、施設園芸でのハウス内環境

データの見える化や、ピーマン自動収穫ロボッ

トの現場実装に向けた実証などに取り組んでお

ります。

私としましては、本県の基幹産業である農業

を何としても将来につないでいかなくてはなら

ない、力強く成長させていきたい、そのような

思いでございます。強い使命感と責任感を持っ

て、より生産性が高く、強靱で持続可能な農業

の実現にしっかりと取り組んでまいります。

なお、日本一の短歌県を目指す本県にとりま

して、議員の活動を大変ありがたく思い、心か

ら敬意を表するものであります。以上でありま

す。〔降壇〕

ありがとうございます。頑張○福田新一議員

ります。

６月定例会においての一般質問で、肉用牛繁

殖農家が営農を継続できるための対策を伺いま

した。そのとき、繁殖農家の高齢者に対して、

飼育管理や競りの引き出し等を代行するヘル

パー体制整備を支援しているとお聞きしまし

た。また、以前には、肉用牛の肥育期間を短縮

する生産者を県が支援する取組についても伺い

ました。

私は、畜産現場の状況を確認するため、11月

に都城地域家畜市場で行われました子牛の競り

市に行ってまいりました。平均価格が50万円前

後を推移する状況が続き、多くの繁殖農家から

畜産経営が非常に厳しいという声を聞いており

ます。

このような状況を受け、国や県では、セーフ

ティーネットや消費喚起、生産基盤対策など、

様々な対策を講じておられます。

しかしながら、公的な支援だけで子牛価格や

枝肉価格が以前のような高い水準にまで回復す

るのは難しい状況です。

農家自身の経営に係る生産経費の削減への取

組も必要になってきたかと思います。実際、独

自にコスト削減に取り組んでおられる方もいる

と思います。

そこで、肉用牛経営が厳しい中、コスト削減

に向けた取組事例について、農政水産部長に伺

います。

肉用牛経営○農政水産部長（殿所大明君）

は、子牛や枝肉価格の長期低迷により、売上げ

が大きく減少する一方で、飼料価格等の高騰に

より費用が増加し、大変厳しい状況にありま

す。

このような中、コスト削減に向けた取組とし

て、子牛の生産から肉牛への肥育までを一貫し

て行う経営では、飼養管理経費を削減するた

め、飼育期間を短縮し、早期出荷する事例があ

ります。

また、中山間地域の繁殖経営では、飼料費の

削減や作業の省力化を図るため、放牧の取組が

行われております。

県としましては、厳しい経営環境にあっても

利益を確保できるよう、肉用牛農家のコスト削

減による経営体質強化に向けた取組を積極的に

推進してまいります。

放牧のほうの対策も県内でさ○福田新一議員

れているんですね。

今年10月３日、４日に、和牛の県畜産共進会

が児湯地域家畜市場で行われ、私も参加してま
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いりました。この共進会では、繁殖雌牛や若雌

の部門で63頭の牛が出品されました。また、10

月22日には、肉牛、肉豚の枝肉部門が株式会社

ミヤチク高崎工場で開催されました。

共進会には、県議会から、議長、副議長をは

じめ、環境農林水産常任委員会のメンバーも多

数参加し、出品された方々の一生懸命な姿に大

いに感動したところです。

共進会において、若い担い手や高校生などの

参加も多く、上位入賞の中には、若い引き手の

方が目立っていました。このような若い方々が

どんどん活躍してくれるようになると、本県の

畜産が活気づくのではないかと感じたところで

す。

そこで、宮崎県畜産共進会の開催の狙いと、

特に本県畜産の担い手育成においてどのように

寄与しているか、農政水産部長に伺います。

県畜産共進会○農政水産部長（殿所大明君）

は、家畜の改良と畜産経営の発展に寄与するこ

とを目的に開催されており、これまで本県畜産

の振興に大きく貢献してきました。

このような中、将来の担い手の確保・育成を

一層推進するため、今年度から、枝肉部門に

「高校等挑戦枠」が新設されました。

今年度の共進会では、肉豚の部で高鍋農業高

校が優等２席に入賞し、肉牛の部では、農業大

学校が質の高い牛を出品するとともに、全体を

通して若い世代が数多く入賞するなど、その活

躍が目立ったところです。

県としましては、引き続き、本共進会が若い

世代にとって競争と学びの場となり、他の生産

者とのネットワークを構築することで、担い手

育成に寄与できるよう取組を進めてまいりま

す。

高校等挑戦枠というのは、い○福田新一議員

い企画ですね。若者が元気づくのではないで

しょうか。

これは知事への要望です。

以前、山下寿議員、佐藤雅洋議員の３名でお

願いに上がった内容です。

和牛の消費拡大の一環として、「国の平和と

独立を守り、安全保障の任務に就いている自衛

隊員に感謝の気持ちを伝えるため、和牛を提供

する」というアイデアです。

方法を幾つか考えてみました。１、地元の農

家や企業が和牛を寄附することで、自衛隊の食

堂で特別な食事として提供する、２、自衛隊の

基地や駐屯地で、和牛を使ったバーベキューイ

ベントを開催する、３、地域の自治体や企業と

協力して、和牛を使った特別メニューを提供す

るなど。九州地方知事会長の河野知事、タイミ

ングを見て、ぜひテーブルに上げて、国、防衛

省へ申し出てください。和牛の消費拡大と彼ら

の士気高揚につながるのではないでしょうか。

さて、話は替わりますけれども、令和６年

度、全国初の新規事業として、ピーマン自動収

穫技術活用事業があります。「将来的な人手不

足を見据え、本県の主力品目の一つである施設

ピーマンにおいて、県内企業（ＡＧＲＩＳＴ株

式会社）が開発した自動収穫ロボットの導入実

証に取り組みます」と発表されました。

全国で１位の冬春ピーマン生産量を誇る宮崎

県が、人手不足の今後を見詰めた研究ですか

ら、県内はもとより、全国から注目を浴びてい

ます。私自身、どうやってピーマンを育てて収

穫するのか、また、ロボットがどれくらいの割

合で収穫できるのか、非常に興味があります。

そういう面からも、本県、様々な学校、試験

場、企業と協力を得て進められていると思いま

す。
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ピーマン自動収穫ロボットの産地導入に向け

た取組状況について、農政水産部長に伺いま

す。

人口減少が進○農政水産部長（殿所大明君）

む中、本県の主力品目である施設ピーマンにつ

いては、収穫・出荷作業が労働時間の約７割を

占めることから、産地の維持に向けては、この

労力軽減が大変重要であると認識しておりま

す。

このため県では、県内企業が開発を進める自

動収穫ロボットの現場実装に向け、３戸の農家

と総合農業試験場において実証試験を開始した

ところです。

具体的には、今月中旬にロボットを導入し、

通路幅や畝の形状などの圃場条件に加え、ロ

ボット収穫に適した枝や葉の管理方法等につい

ての検証を進めております。

今後とも、自動収穫ロボットが早期に生産現

場に導入できるよう、取組を進めてまいりま

す。

ロボットの現場への搬入の期○福田新一議員

日というのは、やはり決めたほうがいいと思い

ます。いつになるか分からないというのでは成

果が上がらないので、目標として、現場にいつ

導入するという期日を決めたほうがいいと思い

ます。よろしくお願いします。

本県は、温暖で日照時間も長く、雨水と自然

に恵まれており、気候的に植物の育ちやすい土

地だと思います。

宮崎らしい農業の一つに有機農業がありま

す。以前から綾町は有機農業で脚光を浴びてお

り、また他の地域でも取組が見られますが、現

在、有機農業に関する県の取組状況はいかがで

すか、農政水産部長に伺います。

有機農業は、○農政水産部長（殿所大明君）

農業生産における環境への負荷を低減するとと

もに、消費者の健康志向に対応する重要な取組

であることから、県では、推進体制の整備、技

術の普及、人材の育成、販路開拓の４つの施策

を推進しているところです。

具体的には、有機農業の実践農家等による

ネットワークづくりを後押しするとともに、有

機農業技術の現場実証への支援や栽培マニュア

ルの作成などに取り組んでいます。

また、農家に対する研修経費の支援や、普及

指導員等の専門講習への派遣を行うとともに、

マッチング商談会や消費地でのフェア等に取り

組んでいます。

今後とも、関係機関等と連携し、有機農業の

普及拡大に向け、取組を進めてまいります。

次に、観光促進について質問○福田新一議員

します。

10月31日に、宮崎観光ホテルにて南九州観光

振興会議が行われました。国内外からの南九州

への観光客誘致対策の強化についてなど、熊

本、鹿児島、宮崎３県で議題にして討議するも

のでした。

講演で、宮崎空港ビル株式会社取締役会長の

長濵保廣氏から「創業者の想いをかたちに～南

国リゾート空港をめざして～」という題目でお

話がありました。創業者、岩切章太郎氏の「自

然の美、人工の美、人情の美」という強い信念

の下、現在の宮崎ブーゲンビリア空港に至って

いることを再認識しました。それぞれの県にお

ける考え方がユニークだなと感じました。

今話題のＴＳＭＣに舞い上がる熊本県の方

に、「九州のセンターに熊本は位置しますの

で、セッター役です。トスを上げますので、周

りの県はどんどんアタックを決めてください」

とけしかけられました。
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その中で、訪日クルーズ船について伺いま

す。

クルーズ船は飛行機と異なり、集客数が1,000

人とか2,000人、3,000人と圧倒的に多いのが魅

力でもあり、インパクトが強いと言えます。

ところが、2020年に横浜港に停泊したダイヤ

モンド・プリンセス号での船内における新型コ

ロナウイルス感染症の集団感染発生以来、途絶

えてしまいました。令和５年からまた就航が増

えつつあります。令和５年のクルーズ船の寄港

状況だと、コロナ禍以前の状況に向かって増え

ていく状況下に取れます。

宮崎県におけるインバウンド誘客について伺

います。外国クルーズ船寄港というと、細島

港、宮崎港、油津港ですが、まず、外国クルー

ズ船の寄港について、県内及び九州管内の状況

はどうでしょうか、商工観光労働部長に伺いま

す。

外国ク○商工観光労働部長（川北正文君）

ルーズ船の県内への寄港状況につきましては、

平成29年の油津港23回、細島港７回の計30回を

ピークに、平成30年が９回、令和元年が11回と

推移してきましたが、令和２年から令和４年の

３年間は、新型コロナの影響により寄港はあり

ませんでした。

昨年からは外国クルーズ船の受入れが始ま

り、令和５年の寄港数は、油津港11回、細島港

３回で、計14回となっております。

また、九州管内の上位３港につきましては、

長崎港95回、鹿児島港78回、博多港59回となっ

ております。

宮崎県14回に対して、長崎○福田新一議員

港95回、鹿児島港78回とは驚きます。

長崎県の長崎港や鹿児島県の鹿児島港等に比

べて、油津港へ寄港できるのは、火曜日、木曜

日、日曜日の１週間の３日だけと聞いていま

す。これの理由は何ですか、県土整備部長に伺

います。

油津港では、○県土整備部長（桑畑正仁君）

これまでに水深の確保や係留設備等の整備を行

い、世界最大の22万トン級クルーズ船の受入れ

が可能となっております。

クルーズ船が接岸する岸壁は、チップ船など

も利用しており、貨物船と同時に接岸すること

が困難であるため、寄港できる日が限られてい

る状況にあります。

県では、これまでも岸壁の利用調整を行って

きたところでありますが、今後はさらに、港湾

利用者との調整を密に行い、御理解をいただき

ながら、可能な限りの受入れができるよう取り

組んでまいります。

港によっては利用実態が異な○福田新一議員

るのですね。回答いただいて分かりました。引

き続き利用者との調整をお願いいたします。

それでは次に、寄港先や寄港地観光のルート

はどのように決まるのか、商工観光労働部長に

伺います。

外国ク○商工観光労働部長（川北正文君）

ルーズ船の寄港先や寄港地観光のルートにつき

ましては、ハード・ソフト両面での港の受入れ

環境や、寄港地の観光資源の魅力等を勘案し、

船会社及び船会社から委託を受けた旅行会社に

おいて決定されることが多く、とりわけ船会社

で寄港先の決定に権限を有するキーパーソンと

の信頼関係が重要となります。

このため、港湾管理者である県土整備部や寄

港地観光の受入れ主体となる地元自治体とも連

携し、船会社へのセールス活動を行うととも

に、本県への寄港に関心を有するキーパーソン

を招聘し、県内の港や観光地の視察等に取り組
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んでいるところであります。

寄港先での様々な手配を行う○福田新一議員

ランド会社とのパイプが鍵のように思えます。

油津港における外国クルーズ船の入港状況を

聞きますと、早朝５時くらいに沖に停泊してい

る大型船に船舶代理人 水先案内人が乗船―

し、タグボートが大型船を港へ安全に接岸でき

るようにサポートしているようです。

外国人の上陸手続も、3,000人、4,000人の数

となると、３時間から４時間を要すようです。

出港時間を考えると、上陸時間は６時間から７

時間程度です。その中で観光のルートを考える

と、どうしても近くの飫肥城跡、青島、サン

メッセ辺りが多くなってしまうようです。効率

のよいルートを考え、今後さらに経済効果を

アップできるような検討が必要だと考えます。

インバウンド誘客促進のために、自治体への

働きかけも必要となります。県内自治体からの

ＰＲも活発な要求があってよいと思います。

また、商店街、観光地への案内、そして観光

バス、タクシー等の利用と、検討する価値があ

ると思います。寄港地観光で乗客がどのような

要望を持っているのかを知ることも重要である

と思います。

寄港地観光で乗客からどのような要望がある

のか、商工観光労働部長に伺います。

船会社か○商工観光労働部長（川北正文君）

らは、新型コロナの前後で乗客のニーズに大き

な変化があると伺っております。

具体的には、現在の寄港地観光では、本物志

向がより強まり、自然や食、伝統文化など、そ

の寄港地ならではの特別な体験を求める声が増

えているようであります。

また、より少人数での観光を楽しむ傾向も強

まり、あらかじめ船会社側が設定した団体ツ

アーに参加するのではなく、個人で寄港地観光

を楽しむ方も増えているようであり、船の入港

から出港までの限られた時間で、効率よく観光

地を回る必要があるため、シャトルバスなど二

次交通の充実に対する要望もあると伺っており

ます。

このような状況を踏まえて、○福田新一議員

外国クルーズ船の寄港数を増やしていくため

に、県としては今後どのように取り組んでいか

れるのか、知事に伺います。

アジアのみならず、欧○知事（河野俊嗣君）

米豪からも多くの観光客にお越しいただく外国

クルーズ船の寄港は、地域への経済効果も大き

く、その誘致は、本県インバウンド対策の重要

な取組の一つであります。

先ほど部長から答弁もありましたように、年

間数十回と寄港するような他県の港におきまし

ては、何千人も来港する割には行く店が特定の

店に限られていて、地域経済への波及効果はそ

れほど大きくないのではないか、もうおなか

いっぱいだと、そういう声も聞かれるところで

ありますが、本県の場合、まだまだコロナ禍前

まで戻っておりませんし、道路の整備に伴っ

て、より幅広く周遊できる環境が整っている、

さらには、今の乗客ニーズの変化にも対応した

メニューをしっかり提供できる、もっともっと

伸び代が大きいものと考えております。

県ではこれまで、船会社等に対して、寄港地

としての魅力や受入れ環境のＰＲを行うととも

に、油津港でのファーストポート受入れ体制の

整備等に取り組んでまいりました。

今後、油津港や細島港への寄港数をさらに増

やしていくためには、宮崎ならではの体験型商

品による上質な寄港地観光ツアーの造成や二次

交通の支援など、コロナ禍明けの新たなニーズ
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への対応を強化していく必要があります。

また、全国では、ラグジュアリー船と呼ばれ

る富裕層向けの小型クルーズ船の寄港も増えて

おり、港の構造上、大型船の受入れが不可能

で、過去に外国クルーズ船の寄港実績がない宮

崎港につきましても、新たな寄港先としてＰＲ

を強化していきたいと考えております。

また、本県への寄港のみならず、例えば隣県

の八代港に寄港した船から周遊で本県へ観光客

を招いてくる、そういう働きかけも重要ではな

いかと考えております。

今後とも、地元自治体とも連携し、これらの

取組を進めながら、外国クルーズ船の誘致拡大

に努めてまいります。

ありがとうございます。もと○福田新一議員

もと油津港は、大型クルーズ船が発着した最初

の港だったかと思うんですけれども、あっとい

う間に他県に抜かれているという状況を知りま

した。

しかし、今、知事がおっしゃったように、ラ

グジュアリー船とかいうのを宮崎港で受け入れ

るとか、宮崎独自のそういう寄港というのも非

常に楽しみなことだと思います。経済効果を考

えると、そっちのほうがプラスかなという考え

もあります。ですから、取りあえず前向きに取

り組んでほしいなとお願いいたします。

次に、道路行政について伺います。

都城市早鈴町から日南市大字酒谷間に計画さ

れた延長20.6キロのバイパスで、宮崎県の権限

代行路線として、以前、建設省が事業を実施し

ていました。平成10年度以降、三股町宮村から

都城市安久町区間の7.1キロが休止状態です。

県は、大型車の離合困難場所解消等の現道対

策など、安全で円滑な交通の確保に取り組んで

いますが、異常気象時には、倒木、のり面崩壊

による通行止め等が度々発生しており、また、

一部区間では大雨による事前通行規制が行われ

るなど、地域住民の生活や経済活動に支障が生

じている状況があります。

建設中断から26年がたちます。令和６年１月

１日に能登半島地震が発生しました。また、同

年８月８日には、南海トラフ地震臨時情報「巨

大地震注意」が気象庁より発表されました。

このように、南海トラフ巨大地震発生の切迫

性が高まる南九州において、沿岸部と内陸部を

結ぶ国道222号は、緊急輸送ルートの一つとして

指定されています。牛ノ峠バイパスが再事業化

されることで、大規模災害時等には、国道222号

と牛ノ峠バイパスのダブルネットワークが構築

され、救命・救急、支援物資等の輸送だけでな

く、観光等の経済圏の拡大に効果を発揮するこ

とが期待されます。

能登半島の地震対策を基に、バイパスの必要

性を先日、宮崎大学の嶋本准教授が発表されま

した。

国道222号牛ノ峠道路の事業再開について、６

月定例会でも質問しました。答弁では、「平常

時のみならず、災害時にも安定した人流や物流

を確保する上で大変重要な路線であります」

「地域の将来を見据えた整備の在り方を検討す

る場を設け、早急に議論をスタートさせたい」

と回答されました。

約５か月の月日が経過しました。その後の事

業再開に向けた取組状況を県土整備部長にお伺

いいたします。

国道222号は、○県土整備部長（桑畑正仁君）

東九州自動車道や都城志布志道路などと一体と

なって、広域的な周遊観光ルートを形成すると

ともに、地域経済や救急医療などを支える大変

重要な路線であります。
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このうち、牛ノ峠道路につきましては、事業

再開を求める機運の高まりを踏まえ、今年８月

に「県南・県西地域の幹線道路に関する検討部

会」を設立し、国や関係市町とともに、牛ノ峠

道路をはじめとする、地域の将来を見据えた道

路整備の在り方などについて、議論をスタート

させたところであります。

県としましては、引き続き、地域の皆様の御

意見を伺いながら、事業再開に向けた様々な課

題の解決に向け、議論を進めてまいります。

昨日27日の夕方、国土交通省○福田新一議員

九州地方整備局から「都城志布志道路の都城イ

ンターから乙房インター間が令和７年２月15

日16時に開通します」というプレスリリースが

届きました。いよいよ次は国道222号牛ノ峠バイ

パスです。早期事業化を切に願います。

県道33号都城北郷線の長田地区の状況です

が、子供は未来の宝です。私は心からそのよう

に思っています。早朝、かわいい子供たちが列

をなして学校に向かう姿を眺めると、ほほ笑ま

しい気持ちとともに、ある種の希望を抱くこと

ができます。

そのような中、私の地元での話です。

都城北郷線の三股町の長田地区は、小学校に

通う子供たちの通学路になっています。ただ、

この道は、木材を運搬するための大型車両が多

く、道路が狭い上、歩道がありません。大型車

両が通る横を冷や冷やしながら登校する小学生

たちを見て、地域からは、この危険な状態を危

惧する声が聞こえます。

そのような中、県は、子供たちの安全を確保

するため、長田工区として事業を立ち上げ、改

良を進めてくださっております。これは本当に

ありがたく感じています。ただ、地域は、１日

でも早く歩道や拡幅工事を終わらせて、子供た

ちに安全を確保してあげたいと切に願っていま

す。

そこで、県道都城北郷線長田工区の整備状況

について、県土整備部長に伺います。

県道都城北郷○県土整備部長（桑畑正仁君）

線の長田地区は、長田小学校への通学路となっ

ておりますが、幅員が狭い区間を、大型の木材

運搬車両が頻繁に往来しており、安全な歩行空

間が十分に確保されていない状況にあります。

このため、長田工区として、令和４年度か

ら、長田峡から西側の延長約１キロメートルの

区間の歩道設置を含む道路整備に取り組んでい

るところです。

これまでに御崎神社付近の約120メートル区間

の整備を終え、現在は、引き続き小学校側に向

けて工事を進めております。

県としましては、通学児童の安全を確保する

ため、長田工区の早期完成に取り組んでまいり

ます。

ありがとうございます。この○福田新一議員

内容を私は地域住民に伝えておきます。

次に、危機管理について尋ねます。

緊迫した世界情勢の中、自衛隊は、国の平和

と安全を守る役割、日本を防衛するための活動

が最も重要な任務です。このことに対して、心

から感謝するとともに、理解しています。

ただ、９月議会で内田議員から出された、延

岡市民へ不安を与えた夜間におけるオスプレイ

飛行に対する国や米軍の対応については、住民

が安心できる内容には至りませんでした。

今回、新田原基地と宮崎空港を日米共同統合

演習等に利用されました。

このような今日において、日米共同統合演習

等における県民の不安を軽減するための県の取

組を知事に伺います。
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外交・防衛に係る問題○知事（河野俊嗣君）

は国の専管事項でありまして、県内各地で実施

された、こうした日米共同統合演習等の訓練に

ついては、国の責任においてなされるものと認

識しております。

一方で、県は、県民の安全で平穏な生活を確

保する重要な役割を担っております。このた

め、訓練実施期間中は、不測の事態が発生して

も迅速に対応できるよう、九州防衛局が設置し

た現地連絡本部との連絡体制を県としても整備

して対応したところであります。

また、これまでも、訓練等が行われるたび

に、国に早期の情報提供や関係市町村等への丁

寧な説明を申し入れるとともに、県民の安全・

安心な暮らしが脅かされることがないよう、騒

音の軽減や安全対策の徹底、訓練に参加する米

軍の綱紀粛正、訓練に関する情報の周知など、

国の責任において万全の対策を講じるよう要請

しているところであります。

今後とも、県民の安全・安心を確保すること

を最優先に、県民の不安を軽減できるよう、地

元に寄り添った対応を継続して国に求めてまい

ります。

言われるとおり、県は、県民○福田新一議員

の安全な生活を確保する重要な役割を担ってお

ります。地元に寄り添った対応をお願いしま

す。

次に、先日発生した宮崎空港の不発弾処置に

ついて伺います。

10月２日午前８時頃、宮崎空港の誘導路で不

発弾が爆発し、誘導路に穴が空きました。この

爆発により、滑走路も閉鎖され、航空便の欠航

が発生しました。これらは一時的な措置で、空

港の完全な廃止や長期的な閉鎖ではありません

でした。

私はその後の報道に驚きました。「不発弾が

まだ空港に存在する可能性はあるが、利便性を

優先し、空港の運用は再開する」という内容で

した。たまたま誘導路上に飛行機がいなかった

からよかったものの、不発弾の威力からする

と、万一、飛行機がそこにいたなら大惨事に

なっていました。ほかに不発弾が埋まっていな

いか、確認の調査は大分日にちがたってからで

した。

まず、今回の宮崎空港不発弾処理における初

動対応はどうでしたか、危機管理統括監に伺い

ます。

不発弾の爆○危機管理統括監（児玉憲明君）

発に伴う初動対応につきましては、爆発の情報

を知覚した後、直ちに情報連絡本部を設置し、

県の防災救急ヘリを出動させ、爆発のあった誘

導路や空港周辺の状況を情報収集するととも

に、国土交通省宮崎空港事務所や消防、警察、

地元自治体等と情報共有を行うなどの対応を

行ったところです。

今後も、不発弾を含め、危険物等による災害

が発生した場合は、状況に応じて必要な体制を

取るとともに、関係機関と連携して適切に対応

してまいります。

空港は、利便性より安全を優○福田新一議員

先し、不発弾対応すべきだと考えますが、宮崎

空港における不発弾の爆発事案を受けて、空港

の運航再開について、国がどのように判断した

のか、総合政策部長に伺います。

宮崎空港○総合政策部長（重黒木 清君）

は、国が設置し、管理する空港であり、空港の

運用につきましては、国が判断することとなっ

ております。

国からは、今回の空港の運用再開につきまし

ては、滑走路等の整備の際に不発弾が残存して
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いないかの確認は原則行っていることや、爆発

後に残存した不発弾の一部は自衛隊により撤去

され、さらなる爆発の危険は回避できているこ

と、また、本県の交通インフラとしての空港機

能は極めて重要であり、爆発箇所以外におい

て、改めて不発弾が残存していないかの確認を

行った上で運航を再開する場合は、相当の期間

がかかることなど、安全性や利便性などを総合

的に勘案して、運用を再開するとの判断に至っ

たと伺っております。

不発弾は、聞くところにより○福田新一議員

ますと、いつ爆発してもおかしくない装置とい

うことです。磁気探査の結果、異物が埋まって

いる可能性がある地点が確認されました。慎重

に掘り起こしていくと、砂鉄の塊だったと報道

されていました。磁気探査だけで不発弾有無の

調査に十分なのか気になります。

現在行われている磁気探査とはどのような調

査なのか、県土整備部長に伺います。

宮崎空港で行○県土整備部長（桑畑正仁君）

われている磁気探査は、センサーを使って地中

の磁気異常を測定するもので、掘り起こすこと

なく、地中にある不発弾などを探査する際に一

般的に用いられる調査方法です。

爆発後の10月16日には、空港管理者である国

土交通省において爆発地点周辺の調査が行わ

れ、新たな不発弾は発見されなかったところで

す。

さらに、11月６日からは、航空機が近づく滑

走路と全ての誘導路の外周などに調査範囲を広

げ、約34万平方メートルを対象として、磁気探

査を実施していると伺っております。

宮崎空港は多数の宮崎県民が○福田新一議員

使います。ですから、そういった意味でも、住

民が安心だなと思えるような処置をぜひお願い

いたします。

次の質問です。

我が国を取り巻く安全保障環境がますます厳

しさを増し、国内においては、自然災害が頻発

化・激甚化している中、自衛隊は、国家防衛の

任務を遂行し、災害時の派遣など多大な貢献を

されており、自衛隊に対する国民の信頼と期待

は、ますます高まっています。

しかしながら、少子化により若者世代が減少

していることに伴い、自衛官募集は数年にわた

り、募集目標を達成できない状況が継続してお

り、県内も同様です。人的基盤の強化が求めら

れています。

一方、自衛官の募集に際しては、県や市町村

も募集事務の一部を担っていると聞いていま

す。自衛官の募集に対して、県としてどのよう

な協力を行っているのか、危機管理統括監に伺

います。

自衛官や自○危機管理統括監（児玉憲明君）

衛官候補生の募集については、自衛隊法によ

り、県及び市町村が、いわゆる法定受託事務と

して、その一部を担うこととされております。

この規定に基づき、県では、自衛官募集に関

し、県内主要駅へのポスター掲示や県庁舎への

懸垂幕の掲示、県公報での告示などにより、周

知・広報を行っているほか、市町村に対して

は、自衛隊宮崎地方協力本部と合同で、募集事

務の内容や採用日程等について情報共有を行う

会議を開催しております。

自衛隊には、災害派遣など本県に大きく貢献

いただいており、その人材確保は大変重要です

ので、引き続き自衛官の募集に協力してまいり

ます。

次に、福祉行政について質問○福田新一議員

します。
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９月27日にニューウェルシティにて介護事業

者団体の設立総会がありました。そこで河野知

事が挨拶されました。

話の中で、「今日の会にはそぐわない話かも

しれませんが」と前置きされて、「人はどう老

いるのか」「人はどう死ぬのか」という本を紹

介されました。作家は元外科医である久坂部羊

さんです。

前者は、誰も書かなかった新しい老い方の教

科書です。後者は、「幸せな死を迎えるには予

習が必要です」といった内容の本です。

私はすぐ２冊とも購入して読みました。作家

が元医者なだけに、目を疑うような不謹慎な現

実の内容とも出会います。

私の義理の母が10月27日に亡くなりまし

た。94歳の大往生です。知事の話を聞いてか

ら、ちょうど１か月後です。「人はどう死ぬの

か」を読書中でした。その内容を予習し、妻、

妻の兄、姉にも話をし、説得し、そのとおりに

実行しました。おかげで、母は安らかに眠りに

つきました。

福祉行政のテーマにますますそぐわない内容

になってしまいましたが、ニューウェルシティ

にて行われた総会に戻ります。

報告の内容を聞いて、なかなか介護事業の仕

事現場の内容が県には伝わっていないなと感じ

ました。きつい、汚い、危険という労働の３Ｋ

の環境に、深刻な人手不足が直面しています。

人材確保のために介護の魅力発信が重要と考え

ます。取組を福祉保健部長に伺います。

県では、幅○福祉保健部長（渡久山武志君）

広い世代に対しまして、介護の仕事のイメージ

向上や理解促進を図るため、テレビやＳＮＳを

活用し、生き生きと活躍している姿を分かりや

すく伝えるなど、魅力発信に関する取組を実施

いたしております。

特に、将来の貴重な担い手である若い世代に

興味・関心を持ってもらうことが重要でありま

すので、パンフレットや動画を作成し魅力を伝

えるとともに、福祉系高校と連携して、高校生

が小中学生に介護ロボットの体験などを通じて

介護の魅力を発信する交流事業を実施いたして

おります。

人手不足の対策に、外国人の○福田新一議員

支援を考えます。県内で働く外国人介護人材の

状況について、福祉保健部長に伺います。

本県の介護○福祉保健部長（渡久山武志君）

分野で働く外国人の数は、年々増加しておりま

して、令和５年12月末現在で374名となっており

ます。

国籍別では、多い順にインドネシア、ベトナ

ム、フィリピン、ミャンマーとなっています

が、特にミャンマーは急増しておりまして、１

年前の令和４年12月から2.6倍となっておりま

す。

在留資格別では、「特定技能」が約55％を占

め、次に多いのが「技能実習」、次いで、介護

福祉士の資格を持ち、永住することも可能な在

留資格であります「介護」となっております。

外国人人材の支援について、○福田新一議員

県の補助金、助成金の制度はありますが、手続

や申請が複雑と聞きます。さらに受入れの制度

も複雑と伺っております。

外国人介護人材受入れに対する県の支援につ

いて、福祉保健部長に伺います。

これまで県○福祉保健部長（渡久山武志君）

では、外国人材確保のために、外国人材受入セ

ミナーの開催や、留学生への奨学金支給、介護

福祉士資格取得支援を行う介護事業者に対する

経費補助などを実施しております。
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近年は、県内の外国人を受け入れる事業所が

さらに増加している一方で、外国人材受入制度

の複雑さにより、受入れをちゅうちょする事業

所もあると伺っております。

そのため県では、今年度より、制度の説明か

ら受入れに関する相談、面接、入国まで一貫し

た支援を行います「外国人介護人材マッチング

支援事業」を実施しているところです。

今後、介護需要がさらに増加し、外国人材は

ますます貴重な担い手となると見込まれますの

で、引き続き介護事業所への支援に努めてまい

ります。

身寄りのない方をケアマネ○福田新一議員

ジャーや施設が受け入れた場合に、保証人関係

や成年後見人等の手続が必要となるケースが増

えてきています。今後、核家族化が進み、身寄

りのない方が多くなる傾向にあります。行政機

関にて専門員の配置や窓口の一本化を図り、行

政とともに地域の方を支えられるシステムづく

りを検討していただきたい。

介護職は、給料の低さや職場環境の厳しさな

ど、様々な理由から人気が出にくい傾向にあり

ます。ＡＩの活用、外国人労働者の導入などに

よる業務効率化の進展にもかかわらず、これら

の課題が根本的な解決には至っていないのが現

状です。給料面が改善されれば、より多くの人

がこの職業に魅力を感じるようになると思われ

ます。

介護職は、利用者やその家族からの「ありが

とう」が直接聞ける、人と深い関係を築ける職

業です。これらの感謝の言葉は、介護職の本質

的なやりがいを象徴しております。

介護の現場で働く方の賃金向上につながる処

遇改善加算取得の取組支援について、福祉保健

部長に伺います。

県では、介○福祉保健部長（渡久山武志君）

護職員等処遇改善加算の新規取得や、既に加算

を取得しております事業所の加算率の高い区分

への移行支援等を行うために、介護職員処遇改

善特別支援事業を実施いたしております。

この事業では、対象事業所に対して、処遇改

善加算取得に関するセミナーの開催や、加算の

要件や取得方法に精通した社会保険労務士の個

別訪問等によりまして、加算取得に必要な就業

規則の整備に係る助言や指導及び各種書類の作

成補助を行っております。

ありがとうございます。ぜひ○福田新一議員

実行をお願いいたします。

次に、教育行政について伺います。

不登校児童生徒が相変わらず増えている傾向

にあります。コロナ禍での生活で、子供たちを

取り巻く環境が大きく変化し、生活リズムなど

に影響を及ぼしていることも要因の一つではな

いかと思います。

毎回一般質問の項目に捉えて改善を願ってい

るのですが、なかなかストップがかけられない

状況です。私自身が古い考えなのでしょうけれ

ども、学校に行くということが当たり前なの

に、フリースクールとかオンライン等、今は無

理して学校に行かなくてもいいよといった風潮

にあるような気がします。

しつけは、子供に自己コントロール力を身に

つけさせるための教育的な行為です。子供の成

長を助けるために行われるものであり、子供の

健全な発達を促します。

ところが現在は、子供の人権尊重とか多様性

重視とかいう言葉の下、木で例えれば、幹の部

分が軽視されて、枝葉の部分ばかりが重視され

ているような気がします。

不登校児童生徒への支援に対する県教育委員
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会の考え方について、教育長に伺います。

学校は、多くの人○教育長（黒木淳一郎君）

たちと関わりながら、様々な体験を通して社会

を生き抜く力を養う貴重な場であると考えてお

ります。したがいまして、不登校につきまして

は、解決すべき喫緊の課題として大変重く受け

止めております。

学校における不登校児童生徒の支援につきま

しては、校長のリーダーシップの下、教職員と

スクールカウンセラー等が連携し、組織的な支

援を行うことが重要であります。

また、学校外における支援の場も必要である

との考え方から、今年度、不登校児童生徒の多

様な学びを支える拠点として、県教育支援セン

ター「コネクト」を設置したところでありま

す。

県教育委員会では、今後とも、全ての児童生

徒の社会的自立を目指し、適切な支援が行える

よう体制を整備してまいります。

多様化の中に幹が揺らいで○福田新一議員

は、甘えに走ってしまいそうなところがありま

す。幹は幹として、しっかり育てるべきだと

思っています。お願いいたします。

先日、宮崎－台北線が４年９か月ぶりに再開

しました。また、カツオの一本釣り漁獲高が２

年連続で日本一と元気な宮崎は、３年後には国

スポ・障スポを迎えます。議会と行政で車の両

輪として、今まで同様、走ってまいりたいと思

います。よろしくお願いいたします。これで終

わります。（拍手）

次は、重松幸次郎議員。○野﨑幸士副議長

〔登壇〕（拍手） 公明党宮○重松幸次郎議員

崎県議団の重松です。傍聴にお見えになった

方、また、ネット中継で拝聴されます方、本当

にありがとうございます。通告に従いまして順

次質問させていただきます。知事をはじめ、関

係部長の明快な答弁をお願いいたします。

本題に入ります前に、10月27日に行われまし

た第50回衆議院総選挙において、我が党は公示

前の議席を維持することができず、大変厳しい

結果となりました。しかしながら、公明党に対

し深い御理解と御支援をいただきました県民、

有権者の皆様に、党県代表の立場から、心から

御礼を申し上げる次第であります。

そして、今月９日の臨時党全国大会にて、石

井啓一代表の後任として、新代表に斉藤鉄夫氏

が選出され、新しい体制で出発。斉藤新代表か

らは、今月17日、公明党が結党60年の節目を迎

えることに触れ、「「大衆とともに」の立党精

神・原点に立ち返り、党再生に向けて、大衆・

庶民の中に飛び込み、党の持ち味である「小さ

な声を聴く力」「国と地方のネットワークによ

る政策実現力」を遺憾なく発揮し、国民の願い

を具体的な形として実現していく」ということ

を力説されました。

我が県の県議、市町議員も一丸となって、安

心・安全で幸福な社会実現のために尽力してい

くことをお誓い申し上げて、一般質問に入らせ

ていただきます。

初めに、知事に２問お伺いいたします。

今月の19日に河野知事は、我が党の西田幹事

長、岡本政務会長及び赤羽税制調査会長に、全

国知事会地方税財政常任委員長の立場で、総合

経済対策及び令和７年度税財政等に関する提案

等を申し入れたようでありますが、具体的

に、11月19日に公明党幹事長に対して行った令

和７年度地方税財政等に係る要望の内容につい

て、知事に伺います。

次に、引き続き、本県における令和７年度重

点施策の推進方針に込めた知事の思いを伺いま
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す。

以上を壇上からの質問とし、後は質問者席か

ら行わせていただきます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、公明党幹事長等への要望内容について

であります。

先週19日、全国知事会地方税財政常任委員長

として、公明党幹事長等を含む与党関係者に対

し、令和７年度地方税財政と総合経済対策につ

いて要望を行ったところであります。

まず、令和７年度地方税財政については、人

件費の大幅増や物価高の影響に対応するため、

地方一般財源総額を増額して十分に確保するこ

とのほか、国土強靱化、公立病院の経営安定

化、人口減少対策及び地方創生等に係る財源確

保、偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系

の構築等を求めております。

次に、総合経済対策の策定に向けまして、地

域の実情に応じた物価高対策を実施するための

重点支援地方交付金の十分な総額確保や地方交

付税の増額、国土強靱化財源の確保等を求めた

結果、知事会からの要望が先週閣議決定された

対策に盛り込まれ、大変ありがたく受け止めて

いるところであります。

さらに、これらと併せて、現在議論が進めら

れております年収の壁やトリガー条項の見直し

につきましても、地方財政への影響を考慮しな

がら、丁寧に議論を進めていただきたいと強く

求めたところであります。

次に、重点施策の推進方針についてでありま

す。

この方針は、県総合計画や政策評価の結果、

本県を取り巻く現状等を踏まえ、来年度の予算

編成で力点を置くテーマを掲げたものでありま

す。

地方創生の10年にも及ぶ取組にもかかわら

ず、出生数や出生率は過去最低水準に落ち込む

など、少子化・人口減少が一層加速しており、

改めて強い危機感の下、対策のさらなる強化を

図りながら、回復基調にある社会経済活動を着

実な成長につなげる必要があるという思いを強

くしております。

このため、来年度は、３つの日本一挑戦プロ

ジェクトを着実に推進しますとともに、人口減

少対策については、特に、若者・女性を重視し

た社会減対策の充実・強化を図ってまいりま

す。また、未来への基盤づくりに向けて、国内

外との交流促進や時代の変化に対応した産業の

活性化等も進めてまいります。

足元では物価高騰の影響も続いておりますの

で、国の経済対策とも連動し、必要な支援を行

うとともに、企業・事業者の収益力強化を後押

しするなど、本県を本格的な成長軌道に乗せる

ことができるよう尽力してまいります。以上で

あります。〔降壇〕

ありがとうございました。○重松幸次郎議員

要望については、地方一般財源総額の確保・

充実等や、人口減少対策及び地方創生の強力な

推進のための財源確保、また、年収の壁、トリ

ガー条項の議論についても、地方の減収が大き

くなる懸念について、地方財源の配慮を求めた

ことを理解いたしました。本県の経済対策、地

方創生、少子化問題、また防災・減災等にも影

響を及ぼすものと思われますので、地方への財

源確保にしっかりと取り組んでいただきたいと

思います。

また、本県の令和７年度重点施策の方針につ

いても、知事の熱い思いを感じました。そのこ

とを前提に、以降の質問に入らせていただきま
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す。

本県の総合計画アクションプランの折り返し

となる令和７年度は、日本一挑戦プロジェクト

の着実な推進をはじめ、若者・女性の活躍や持

続可能な未来に向けた基盤づくりに取り組む中

で、特に、日本一挑戦プロジェクトのうちス

ポーツ観光プロジェクトが、スポーツキャンプ

・大会を通じた県外からの誘客の促進など、観

光産業の振興に大きく寄与するものと考えま

す。

そこで、スポーツ観光プロジェクトに関し、

令和７年度の取組の方針について、知事に伺い

ます。

現在、スポーツ観光プ○知事（河野俊嗣君）

ロジェクトにおきましては、「世界レベルの

キャンプ・大会の戦略的な誘致、受入体制の強

化」、また「戦略的・計画的なハード整備」、

そして「県内全域のスポーツ環境の充実」を柱

として取り組んでいるところであります。

具体的には、大規模大会やキャンプの実施に

向けた競技団体等への誘致活動、県総合運動公

園の改修や屋外型トレーニングセンターの機能

の充実化、市町村における大会、キャンプ・合

宿の受入れ体制強化への支援など、積極的に進

めているところであります。

令和７年度におきましては、現在の取組を継

続的に実施していくとともに、ツール・ド・九

州を本県で初めて開催することとしておりま

す。これはいずれ、インバウンド、さらにはサ

イクルツーリズムの振興にもつなげてまいりた

いと、そのように考えておりますし、東京2025

世界陸上が開催されますので、それに向けた各

国代表の事前合宿の受入れに努め、さらには第

６回ＷＢＣの侍ジャパンの合宿など、こうした

国内外代表合宿の本県での実施に向けて、誘致

活動等に取り組んでまいります。

こうしたプロジェクトは、本県の観光産業の

さらなる発展という面でも大変重要な取組であ

りますので、今後とも全力で推進してまいりま

す。

一年を通じて、様々な競○重松幸次郎議員

技、また全県下の展開で、幾重にも期待や夢の

膨らむチャンスであります。何よりも、スポー

ツの力で県民を元気づけることは重要でありま

す。それから、将来の若者がスポーツ観光に魅

力を感じて、宮崎で仕事をし、子育てすること

へのつながりが期待できますので、取組を力強

くよろしくお願いいたします。

次は、防災と被災者支援等について伺いま

す。

初めに、感震ブレーカーの設置についてであ

ります。

地震に伴う電気機器からの出火を防ぐには、

強い揺れを感知すると自動的に電気を遮断する

感震ブレーカーが有効です。

今年１月の能登半島地震で起きた石川県輪島

市の大規模火災は、電気機器や電気関係の配線

などが発火する電気火災が原因と考えられてお

り、住宅や店舗約240棟が焼失する甚大な被害を

もたらしました。

総務省消防庁では、検討会を開催し、輪島市

の大規模火災を教訓に、今後、感震ブレーカー

の住宅などへの設置を促す対策を取りまとめる

方針であると伺っております。

しかしながら、2022年の内閣府世論調査によ

れば、感震ブレーカーを設置していると回答し

た人の割合は僅か5.2％、背景には、認知度の低

さや、出火防止効果を実感しづらいことがある

とされております。

内閣府が2019年に公表した南海トラフ地震の
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被害想定では、感震ブレーカーの設置率を100％

に高めると、火災による死者が約１万4,000人か

ら半数以下に減ると推計されております。

そこで、感震ブレーカーの普及に向けて、県

ではどのように取り組んでいかれるのか、危機

管理統括監に伺います。

近年の大規○危機管理統括監（児玉憲明君）

模地震では、電気に起因する火災が多発してお

り、地震による電気火災を減らす上で、感震ブ

レーカーの普及は重要であります。

このため国では、今年度、防災基本計画に感

震ブレーカーの普及を位置づけ、今後の取組の

検討が行われております。

本県では、平成30年度に実施した南海トラフ

地震に関する県民意識調査で、感震ブレーカー

の設置率が約11％となっており、ホームページ

や防災関係イベントなどで普及啓発を行ってい

るところであります。

今年度、改めて県民意識調査を行い、現状を

把握するとともに、国の検討状況も踏まえ、引

き続き、市町村等と連携して、感震ブレーカー

の認知度や設置率の向上に取り組んでまいりま

す。

私も質問に当たり、ある電○重松幸次郎議員

工社に感震ブレーカーを発注したところでござ

います。

次も、防災・被災者支援について、スフィア

基準の導入について伺います。

日本では、災害のたびに避難生活の質の問題

が指摘されています。2016年の熊本地震で

は、2020年の報道によりますと、犠牲者273人の

うち、80％以上の218人が災害関連死であり、直

接死は50人でした。そのうち、70歳代以上の方

は計169人で約78％です。

災害関連死は、避難生活で持病が悪化して死

期を早めたり、心身に不調を来して自ら命を

絶ったケースもございます。

スフィア基準とは、1990年代にアフリカの難

民キャンプで多くの人が亡くなったことを受

け、紛争や災害を想定して、国際赤十字などが

つくった基準です。その理念には、「被災者に

は尊厳ある生活を営む権利があり、支援を受け

る権利がある。苦痛を軽減するため、実行可能

な手段が尽くされなくてはならない」と掲げ、

人道支援における考え方や最低限満たすべき基

準が設けられております。

主な支援分野は次のとおりですが、水、衛生

管理、そして食料、栄養、避難所、避難先の居

住地、保健医療が掲げられ、具体的には、１人

１日当たり最低15リットルの水を確保、１人当

たりの居住空間は最低3.5平方メートル 畳２―

畳ぐらいでしょうか、トイレは20人に１つ以

上、男女比は１対３などとなっております。

日本では、東日本大震災を踏まえて、2016年

４月に策定された国の避難所運営ガイドライン

で、参考にすべき国際基準として同基準が明記

されております。自治体でも取り入れる動きが

出ているようです。

そこで、避難所の環境整備にスフィア基準の

導入が検討されていることについて、県として

どのように捉えられているのか、危機管理統括

監にお伺いします。

大規模災害○危機管理統括監（児玉憲明君）

時には、長期の避難生活により災害関連死のリ

スクが高まることから、避難所の環境改善は大

変重要であります。

報道によりますと、国はスフィア基準に基づ

き、トイレの男女比や避難所の１人当たりの専

有面積などを指針に明示することを検討してお

り、避難所の環境改善に資するものと考えてお
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ります。

これまでも国のガイドラインでは、目安とし

てスフィア基準の表記がありましたが、今後は

基準がより明確化されることで、市町村におい

ては、トイレや避難所スペースの確保などにつ

いて見直しの必要も予想されます。

県としましては、国の動きを踏まえ、市町村

と連携しながら、避難所における良好な生活環

境の確保に取り組んでまいります。

避難所運営は被災した基礎○重松幸次郎議員

自治体が担うのですが、職員自身も被災して疲

弊する中では限界があり、周辺自治体の協力、

民間の協力体制を今以上に充実させる必要があ

ります。国が年度内に指針を発表すると聞いて

おりますが、県から市町村と関係機関・団体と

も連携して、このスフィア基準の活用をよろし

くお願いいたします。

関連して、本年８月の日向灘地震、台風第10

号による竜巻・突風による災害で、産業界にも

影響が出ています。このように自然災害で被災

した中小企業の速やかな事業再建を後押しする

ことは重要です。

県では、今回の災害を受け、中小企業の経営

・金融相談に対応するため、県や商工団体等に

中小企業特別相談窓口を設置したようでありま

すが、まずは、この県や商工団体等に設置した

特別相談窓口での相談状況について、商工観光

労働部長にお伺いします。

県や商工○商工観光労働部長（川北正文君）

団体等に設置した特別相談窓口には、相談受付

を開始した８月９日から10月末までに、地震関

係で17件、台風関係で25件、合計42件の相談を

いただいております。

業種別の内訳は、地震関係では、サービス業

が11件、卸売・小売業が３件など、台風関係で

は、サービス業が12件、製造業が４件などと

なっております。

主な相談内容としましては、事業用資産が損

壊したことに伴う融資に関する相談や、災害に

よる売上げ減少に伴う今後の事業展開に関する

相談などとなっております。

相談件数、また業種別件○重松幸次郎議員

数、その内容を理解いたしました。やはり被災

に伴って、融資に関する相談もされているよう

であります。

神奈川県ではこのほど、各地での局地的な豪

雨や地震による災害復旧に向けた迅速な資金繰

りを支援する制度を創設したようであります。

つまり災害融資は、信用保証協会や金融機関

との調整が必要であり、国の資金繰り支援措置

であるセーフティネット保証４号は、災害救助

法が適用されるような大規模災害に限られ、こ

うした課題を解決するため、災害の規模に限ら

ず、被災企業が即座に利用できる制度を設けた

とありました。

本県でも既に、災害救助法が適用された場合

の特例的な貸付け、またセーフティネット保証

４号（自然災害等）の認定を受けた事業者向け

の貸付けなど、幾つかの融資制度が設けられて

いるようであります。

そこで、災害関連融資に関する周知の状況と

融資実績について、商工観光労働部長にお伺い

します。

災害関連○商工観光労働部長（川北正文君）

の中小企業融資制度につきましては、特別相談

窓口での案内に加え、災害発生翌日には県ホー

ムページで融資の案内を行うとともに、金融機

関等の窓口へチラシの掲示を依頼するなど、迅

速な周知に努めてまいりました。

また、災害関連融資の実績につきまして
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は、10月末時点で４件、約2,700万円の融資を

行っており、現在も融資に向けた手続を進めて

いる案件もあると伺っております。

今後も、特別相談窓口での相談対応等によ

り、被災された中小企業者の実情に寄り添いな

がら、丁寧な支援を行ってまいります。

これからも頻発化する自然○重松幸次郎議員

災害への備え、県の融資制度を通じた迅速で細

やかな支援をよろしくお願いいたします。

次は、多様性を尊重する社会づくりについ

て、我が党の機関紙から、東北大学副学長の大

隅典子教授の講演内容を２点紹介させていただ

きます。

１点目は、男女共同参画や女性の活躍の推進

でございますが、

世界経済フォーラムが公表している各国の

男女平等度を示すジェンダーギャップ指数で

は、日本は146か国中118位で、依然、政治・

経済分野で低迷が続き、男女格差が埋まって

いない現状が示されました。

例えば、内閣府男女共同参画局の2020年の

調査によりますと、公立小中学校のＰＴＡ会

長は男性が多く、女性会長の割合は14.8％、

女性の自治会長は6.1％、地方議会議員は14.3

％、都道府県の防災会議委員は16.1％、また

日本の小中学校における校長先生の女性割合

は他の国に比べて著しく低く、例えば中学校

の校長比率は７％、こうなりますと、小中学

校の子供は「リーダーは男性なんだ」という

ふうに育っていく。

また、日本の研究者に占める割合も17.5％

で、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）諸国の中

で群を抜いて低く、研究者を対象とした調査

では、女性研究者が少ない理由について、

「家庭と仕事の両立が困難」と回答した人が

男女とも最多でありました。

中でも、女性は性別役割分業に関する事柄

を挙げる人が男性よりも多い。こうした背景

には、政治や経済分野にとどまらず、家事・

育児・介護などについて、「男は仕事、女は

家庭」という固定的な性別役割分担意識、つ

まり無意識の偏見（アンコンシャス・バイア

ス）が根強くあるからだ。

と述べておられます。

そこで質問です。多様性を尊重する社会づく

りのために、男女共同参画社会や女性活躍の推

進が重要と考えますが、県の取組状況について

総合政策部長にお伺いします。

多様性を尊○総合政策部長（重黒木 清君）

重する社会づくりにおいて、男女共同参画や女

性活躍の推進は、大変重要であると考えており

ます。

このため県では、男女共同参画プランを策定

し、企業や地域における様々な取組への女性の

参画を促進するとともに、根強く残るジェン

ダーによる無意識の思い込み解消に向けた啓発

活動等を行ってきております。

また、みやざき女性の活躍推進会議を設立

し、経営者層の意識改革等を通じて、女性の多

様な働き方が実現できる環境づくりを進めてお

ります。

このような取組により、固定的性別役割分担

意識の解消が進むとともに、行政や企業の管理

職に占める女性の割合が増えるなど、一定の成

果が現れてきており、引き続き、市町村や関係

団体等と連携を図りながら、必要な取組を進め

てまいります。

アンコンシャス・バイアス○重松幸次郎議員

については、性別や年齢、学歴、職業など、人

の属性などに特定の特徴があると思い込むこと
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です。例えば、政治家や裁判官は男性がなる職

業であり、女性には向いていないとか、保育士

や看護師は女性の職業であり、男性には務まら

ないなど、いろんなそういう偏見で生じる問題

ですので、女性の活躍推進もしっかりまたお願

いしたいと思います。

２点目の提言では、少子化対策の鍵は男性の

家事・育児への参画が重要だと指摘されていま

す。

2023年の出生数は70万人を少し超えたもの

の、過去最少を更新しました。ベビーブーム

の頃と比べて３分の１であります。さらに衝

撃的なのは、2024年上半期の出生数は約35万

人にとどまり、年間70万人を割ってしまう計

算です。直接の原因は晩婚化が進んでいるこ

と。必然的に初婚年齢が上がれば上がるほど

子供が少なくなる。

一方で、女性の社会進出が進んでいる国ほ

ど、合計特殊出生率も高い傾向にあります。

女性の社会進出の環境づくりへ、社会のイン

フラ、制度などを整えるのは言うまでもあり

ませんが、一番身近なところで必要なのは、

男性の育児参画です。

内閣府の少子化社会対策白書には、夫の休

日の家事・育児時間と第２子以降の出生の状

況を表した統計があります。「家事・育児な

し」の場合、第２子以降の出生率は10％、一

方で、６時間以上関わっているほうは87.1％

と、夫の家事・育児時間が長いほど出生割合

が高い傾向にあります。

そこで質問ですが、少子化対策として男性の

家事・育児参加の促進は重要と考えますが、県

の取組状況を福祉保健部長にお伺いします。

男性の家事○福祉保健部長（渡久山武志君）

や育児への参加を促進し、夫婦が協力しながら

働いて子育てすることを、職場や社会全体で応

援する環境づくりは、少子化対策を進める上で

大変重要です。

このため、県ではこれまで、企業経営者を対

象としたセミナーやパパ向けワークショップの

開催、働きやすい職場「ひなたの極」の認証な

どに取り組んできております。

さらに今年度は、男性従業員が４週間以上の

育児休業を取得した企業等に対しまして、最

大100万円を支給する奨励金制度を創設しており

まして、10月末時点で、建設業や林業、情報通

信業など、合計で15社へ支給したところであり

ます。

すばらしい取組です。深刻○重松幸次郎議員

化する少子化を止めるために、男性の家事・育

児参加を促していただきたいと思います。

先ほどの女性の社会参画を進め、アンコン

シャス・バイアスを払拭し、世界から人が集ま

る日本になっていくことを願っていると、大隅

教授は講演の結びに述べられています。多様性

を尊重する社会づくりを進めていただきたいと

思います。

次は、労働者の環境整備について質問いたし

ます。

従業員らが顧客から過度の要求や迷惑行為を

受けるカスタマーハラスメント（カスハラ）の

防止についてです。

この件は６月議会で永山議員も取り上げてお

りましたが、今回、東京都議会で、10月４日、

全国で初めてカスハラの禁止を明記した防止条

例が成立し、来年４月から施行されるという記

事を読みました。

その具体的な指針内容について、カスハラに

当たる可能性がある行為として、従業員らへの

身体的・精神的攻撃や、従業員らを拘束する行
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為や差別的・性的な言動、ＳＮＳでの中傷など

が挙げられております。

また、共通マニュアルの素案では、カスハラ

が起きた際には、複数で対応する、録音・録画

の記録、対面なら原則、開放的な場所で対応す

る、対応時間を限るなどの対処方法が明記され

ています。

産業や働き手が集積する東京での対応を進め

る意義はまた大きく、ほかの自治体でも条例制

定の検討が進むと聞いております。

そこで、企業におけるカスタマーハラスメン

ト対策について、県の取組を商工観光労働部長

にお伺いします。

カスタ○商工観光労働部長（川北正文君）

マーハラスメントから労働者を守るための対応

は、働きやすい職場づくりを推進し、企業の健

全な経営を図るために重要であり、一部の自治

体において条例制定の動きがあるなど、課題認

識が広がっております。

県としましては、現在、国が作成した企業向

けの対策マニュアルの周知やポスターの掲示等

により啓発を行うとともに、労働問題に関する

相談窓口を設置しております。

引き続き、国による法整備の動向を注視する

とともに、宮崎労働局等の関係機関と連携しな

がら、周知・啓発等に取り組んでまいります。

カスハラの影響は深刻であ○重松幸次郎議員

ります。労働環境を害し、従業員の士気が下

がって業務の質や効果が落ちることがないよう

に、早めの対策をお願いいたします。

続いて、フリーランスの保護について質問し

ます。

企業などの組織に所属せず、個人で仕事を請

け負うフリーランスの人たちが安心して働ける

よう、発注業者との取引のルールを明確にした

新法が今月11月１日から施行されました。

フリーランス、例えばカメラマンとか、そう

いう方々は、発注業者に対し弱い立場にあるこ

とが多く、取引において不当な扱いを受けるト

ラブルが相次いでいます。

新法では、発注業者が業務を委託する場合、

報酬額や支払い期日などを含めた取引条件を書

面やメールに明示して契約を交わすことが義務

づけられ、支払い期日は、発注した物品などの

受け取りから60日以内のできる限り早い日に設

定し、期日までの支払いが義務化されました。

さらに、こうした取引ルールに違反した業者

には、国が立入検査や勧告、命令などを行うこ

とができるほか、検査を拒否したり命令に違反

した場合は、50万円以下の罰金を科す規定も盛

り込まれております。

新法によって、フリーランスを保護する環境

整備が進む意義は大きいと考えますが、問題は

新法の内容が十分に周知されていないことで、

国が５月、６月に行った調査では、フリーラン

スの76.3％、発注業者の54.5％が新法の内容を

知らないと回答していると記事にありました。

そこで、フリーランス・事業者間取引適正化

等法について、県の取組を商工観光労働部長に

お伺いします。

特定受託○商工観光労働部長（川北正文君）

事業者に係る取引の適正化等に関する法律、い

わゆるフリーランス・事業者間取引適正化等法

につきましては、フリーランスと企業などの発

注事業者間の取引適正化及びフリーランスの就

業環境整備を図ることを目的に制定され、本

年11月１日から施行されております。

県におきましては、現在、ホームページなど

により、法律の内容や国の相談窓口、法制度に

関する説明会等について周知を図っているとこ
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ろであります。

フリーランスの方が安心して働ける環境整備

を促進することは大変重要でありますので、今

後とも、宮崎労働局をはじめとする関係機関等

と連携し、必要な周知・広報を行ってまいりま

す。

立場の弱いフリーランスの○重松幸次郎議員

人たちを守るため、情報発信をよろしくお願い

いたします。

次は、軟骨伝導イヤホンの普及についてであ

りますが、皆さんは軟骨伝導イヤホンという言

葉を聞いたことがあるでしょうか。

第３の聴覚経路と言われる耳たぶの上にある

軟骨伝導を、2004年に奈良県立医科大学の細井

裕司学長が世界で初めて発見されました。認知

症の要因の一つに難聴があるとし、軟骨伝導の

活用によって、「難聴で困らない社会の実現

を」との強い思いで、細井学長はその開発に協

力されたようです。

軟骨伝導イヤホンは、音を出す穴がなく、耳

あかがたまらず、清潔に保ちやすい。私も試聴

させていただきましたが、球形のイヤホンを両

方の耳たぶの上にかけるだけでいいので、耳穴

を塞がず、雑音も少ないのが特徴であります。

何よりも価格が約２万円から３万円と安価であ

ります。

昨年夏より、自治体の窓口や民間事業所を中

心に、来訪者への対応用に導入が進んでいるよ

うです。障がい者福祉や高齢者福祉等の窓口で

は、直接窓口に来られる方は特に御高齢の方が

多いことを考えると、老眼鏡のように、サービ

スの一環として、この活用・設置は必須だと思

います。

そこで、県の様々な相談窓口に軟骨伝導イヤ

ホンを設置してはどうかと考えますが、福祉保

健部長の見解をお伺いします。

日常生活で○福祉保健部長（渡久山武志君）

の聞こえに不安を感じている方や、加齢により

耳が聞こえにくい方などが、安心して相談や手

続ができる環境を整備する手段といたしまし

て、軟骨伝導イヤホンの設置は、利便性や衛生

面などからメリットがあるとお聞きいたしてお

ります。

県といたしましては、今後、他自治体の導入

事例の調査など、市町村や庁内の関係部局との

情報共有に取り組んでまいりたいと存じます。

軟骨伝導イヤホンの設置の○重松幸次郎議員

推進は、我が党の全国の地方議員が設置を呼び

かけておりまして、老眼鏡と同じように、この

イヤホンの導入を検討していただきたいと思い

ます。

次は、これまでも何度も質問してきました食

品ロス削減についてであります。

食べ残しや賞味期限切れなどによる食品ロス

は、2000年度に、事業系で547万トン、家庭系

で433万トン、計980万トンでした。それが2022

年度には、事業系、家庭系ともに236万トンの

計472万トンに減り、事業系は８年早く半減目標

をクリアしました。

事業系が大幅減になったのは、コロナ禍で外

食市場が縮小した影響もありますが、生産から

流通、小売に関わる事業者の意識が食品ロス削

減推進法の制定（2019年）で変化し、多様な取

組が積み重ねられた結果だと見られます。

例えば、製造日を基準に、賞味期限までの３

分の１が過ぎると納品ができず、さらに３分の

１を過ぎると店頭から撤去する、３分の１ルー

ルという商慣行の見直しが進み、売り切りへの

取組が広がっています。

消費・賞味期限が近づいた食品を全て廃棄し

- 88 -



令和６年11月28日(木)

ていたコンビニでも値引き販売が行われていま

す。消費者の協力も得て、陳列商品を期限の近

いものから取る「てまえどり」の普及も後押し

となっています。経済損失や環境への負荷と

いった観点からも、さらなる推進が重要です。

その上で、さらなる食品ロス削減について、

県は現在どのような取組を行っているのか、環

境森林部長にお伺いします。

県では、テ○環境森林部長（長倉佐知子君）

レビＣＭや様々なイベントを通して、食品ロス

削減の重要性を訴えており、今年度から、県民

一人一人の行動を促す取組として、余った食材

を活用するオリジナルレシピの募集や、食べき

り協力店を回るスタンプラリーを実施しており

ます。

また、未利用食品を集めて子ども食堂等に寄

附するフードドライブに取り組む市町村や事業

者に対し、コンテナやのぼりなどの資材の貸出

しを行っております。

さらに、食品関連事業者に対し、食品ロスの

発生状況や課題などに関するアンケート調査を

実施し、今後の施策に生かしていくこととして

おります。

県としましては、引き続き、市町村や事業者

と連携し、食品ロス削減対策に取り組んでまい

ります。

これからも、行政や業界も○重松幸次郎議員

ですが、私たち消費者も推進していかなくては

なりません。さらなる周知と取組をお願いいた

します。

次は、主食用米、お米の需給についてであり

ます。

今年の夏場には米が品薄となり、心配の声が

広がって、一部のスーパーマーケットでは購入

制限がかけられたり、店内に並んでいないとい

うところもマスコミ報道で流れました。主食用

米は消費量が下がっているのに不思議な現象で

あり、その要因について気になりました。

令和６年度は米が不足しているとの報道があ

りましたが、その要因について、農政水産部長

にお伺いします。

農林水産省に○農政水産部長（殿所大明君）

よりますと、本年度上半期の米が品薄になった

状況について、生産や消費などにおいて、様々

な要因が挙げられております。

生産面では、民間在庫量が少ない中、令和５

年産米が高温による品質低下で、精米の供給量

が減少したことが指摘されています。

消費面では、物価が高騰する中、パンや麺類

などに比べて、米は値頃感があり、消費が進ん

だことや、インバウンド需要で米の消費が増加

したことに加え、８月の南海トラフ地震臨時情

報等による買い込み需要の増加も背景として示

されております。

ただいま答弁がありました○重松幸次郎議員

とおり、令和６年度上半期の米の品薄感につい

て、生産面、消費面での様々な要因について理

解いたしました。

秋には新米も流通して、店頭では米の品薄感

は解消されたように見受けられます。来年に同

様の事態が発生しないように、働きかけや情報

発信などのきめ細かな対策を講じていただき、

私たち消費者も必要な量の米を買い求める冷静

な購買行動が求められます。

一方で、稲作農家の高齢化が進んでおり、小

規模な稲作農家は減少し、それに伴って、主食

用米の作付面積も減少が続いていると伺ってお

ります。

そこで、米農家の高齢化や主食用米の生産減

少を踏まえ、今後の水田農業の維持に向けた県
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の考えを農政水産部長にお伺いします。

今後、高齢農○農政水産部長（殿所大明君）

家のリタイア等により、耕作されない水田の増

加が懸念される中、食料安全保障等の観点か

ら、水田を維持していくことは大変重要であり

ます。

このため県では、主食用米をはじめ、畜産業

や酒造メーカー等と連携し、家畜の餌となるＷ

ＣＳ用稲や、焼酎の原料となる加工用米の作付

を推進するなど、宮崎ならではのバランスの取

れた生産を推進しております。

県としましては、水田の集積・集約による作

業の効率化や、スマート農業による省力化、規

模に応じた経営改善の支援など、関係機関や団

体と連携しながら、持続可能な水田農業を目指

してまいります。

経営改善をよろしくお願い○重松幸次郎議員

したいと思います。中山間地域での対応を含め

て課題も多いと思いますが、できるところから

進めていただきたいと思います。

次は、教育行政について質問いたします。

我が党の機関紙に、学校の外部人材活用の記

事がありました。学校現場に外部専門人材を呼

び込む施策の一環として、文部科学省は現在、

教員免許を有していないアスリートに、特別免

許状制度を活用し、教師としてのアスリート採

用を促す取組を進めています。特別免許状につ

いては、2022年度末時点で、外国語や情報など

の教科を中心に、全国で約2,800件に授与してお

ります。同免許状を活用して、アスリートが教

壇に立つことが始まったとの記事でした。

では、本県では外部人材の採用はどうなって

いるのでしょうか。本県の教員採用試験におい

て、教員免許を有しないが、多様な専門性を有

する外部人材の採用について、教育長にお伺い

します。

本県の教員採用試○教育長（黒木淳一郎君）

験におきましては、平成27年度より、教員免許

を有していないものの、民間企業等の実務経験

と、受験科目に関する専門資格等を持つことを

条件に、特別選考試験を実施しております。

それによって、これまでに、高等学校の工業

・水産・福祉において、特別免許状を授与した

上で合計６名を採用しており、民間企業等で

培った経験や知識を生かした、専門性の高い授

業が展開できているところであります。

来年度は、高等学校の工業において、２名を

採用予定としております。

今後とも、社会の変化に対応した教育の充実

を図るとともに、人材確保が困難となっている

一部の教科において、外部人材の採用を積極的

に行っていきたいと考えております。

御答弁がありましたとお○重松幸次郎議員

り、教員資格を有していない教科の採用は、今

のところ、高等学校の工業・水産・福祉におい

て特別免許状を授与しているということであり

ます。

アスリートの採用については、文部科学省は

９月に、優れた知識・経験などを有する社会人

を教員として迎え入れる特別免許状制度を活用

し、外部専門人材の登用を促す新たな方策を発

表しました。10月には、教職に関心のあるアス

リートのリストを関係機関に提供したとのこと

であります。

具体的には、オリンピックやパラリンピッ

ク、聴覚障がい者の国際スポーツ大会「デフリ

ンピック」の出場経験を有するアスリートを公

立学校で任用する場合は、加配定数の対象とし

て、予算の範囲内で措置する予定となっている

ということでございます。
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教員免許を有していませんが、教職に関心の

あるアスリートのリストは、競技団体などの協

力を得て文部科学省が作成し、競技種別や指導

経験、希望勤務地などを記載しており、アス

リートを対象とした特別選考の実施検討などを

採用側に呼びかけているようです。

さらに、アスリートが安心して教職に参入で

きるように、教職に重要な基礎知識や技能を学

べる研修パッケージも提供し、採用側に対し、

採用予定者に受講を奨励するように求めている

ようです。加配措置の実施に当たっては、同研

修の受講を要件としたとあります。

今後、国スポ・障スポ後の競技力向上のため

にも、アスリートの採用について御検討をお願

いいたします。

先般、県教育委員会特別支援教育課の担当者

から、知的障がいのある生徒を対象とした、令

和８年、９年に開校予定の高等特別支援学校

（仮称）の概要説明をいただきました。

県北校（延岡商業高校）、県南校（日南高

校）、県西校（都城商業高校）の高校の中に併

設するもので、県央校は中央支援学校内に新設

され、共生社会へ向けて理解・啓発を図りなが

ら、個性を輝かせて職業的に自立できる人を育

成するものと伺いました。

我が党の機関紙にも、「我が国は特別支援教

育を受ける子供が増えており、そのうち、日常

生活に必要な知識、能力を身につける特別支援

学校の在籍者は10年間で約1.2倍、主に学力に遅

れがある子供たちを対象とした特別支援学級は

約2.1倍に増加している。こうした中、本人や保

護者が普通学級を希望しても、受け入れられな

い場合もある。背景には、障がい児教育の知識

を持つ教員を確保することが難しいといった実

情がある。しかし、2006年に国連で採択された

障害者権利条約では、締約国に対し、障がい者

に健常者と同等の権利を保障することを求めて

いる。インクルーシブ教育の推進は重要であ

る」とありました。

そこで、10月に県立高等特別支援学校説明会

が行われたようでありますが、その実施状況に

ついて、教育長に伺いたいと思います。

令和８年度、９年○教育長（黒木淳一郎君）

度に開校する高等特別支援学校の説明会につき

ましては、10月下旬から11月中旬にかけて、順

次、県内４地区、６会場で開催し、小中学校や

特別支援学校の保護者や教員、福祉関係者だけ

でなく、一般の方々も含めて、全体で230名の方

に御参加いただきました。

説明会では、高等特別支援学校には高等部の

みを設置することや、職業的自立を目指す学習

として農業や福祉などの専門教科を設定し、卒

業後、一般就労で就職率100％を目指しているこ

となどを説明させていただきました。

参加された方々からは、学習内容や学校生活

に関する質問や、開校を待ち望む声が寄せら

れ、県民の方々の関心の高さと期待の大きさを

感じる説明会となりました。

すばらしい取組だと思いま○重松幸次郎議員

す。しかしながら、県央校は一般高校の併設で

はなく、みやざき中央支援学校の敷地内に新設

されることになりました。そうなりますと、健

常者である生徒との交流や、高校生とともに通

学できるという希望がかなえられないのではな

いかと思います。

令和９年度に開校する県央地区の高等特別支

援学校における共生社会に向けた取組につい

て、教育長にお伺いします。

県央地区に設置す○教育長（黒木淳一郎君）

る高等特別支援学校におきましても、他の３地
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区に設置する学校と同様、近隣の高校と計画的

に行事や学習を行い、生徒同士が互いに学び合

う中で、互いの理解を深め、共生社会に向けた

自然な交流が実現できると考えております。

また、県央地区の教育資源を生かし、企業と

の連携はもとより、隣接する公共施設や交通機

関における体験的な学習や、新校舎に設置する

交流スペースでの販売実習など、多様な学習活

動の展開を検討しております。

今後、開校に向けて、準備委員会等で検討を

重ね、共生社会の実現に向けた取組を具体化し

てまいります。

それではよろしくお願いい○重松幸次郎議員

たします。

最後の質問になりました。

先日、みやざき被害者支援センターの設立20

周年記念フォーラムに行ってまいりました。基

調講演では、23年前の平成13年に大阪教育大学

附属池田小学校で殺人事件が発生し、８人が死

亡、多くの重軽傷者の被害が出た犯罪事件で、

当時小学校２年生だった我が子を亡くされた被

害者御遺族の方による講演を伺ってまいりまし

た。その内容につきまして詳しくは申しません

が、犯罪被害者支援につきましては、これまで

多くの議員が質問されております。

犯罪被害者、その家族に対する支援は重要だ

と考えますが、県として犯罪被害者等支援にど

のように取り組んでいるのか、知事にお伺いし

ます。

誰もがある日突然、犯○知事（河野俊嗣君）

罪に巻き込まれ、体や心に深い傷を負う可能性

がある中、犯罪被害から早期に回復し、生活を

再建するためには、社会全体で犯罪被害者等を

支えていくことが重要であります。

このため県では、令和３年に犯罪被害者等支

援条例を制定するとともに、令和４年に基本計

画を策定し、「犯罪被害者等支援のための体制

整備」や「犯罪被害者等を支える地域社会の形

成」などを重点課題に位置づけ、各種施策を推

進しております。

具体的には、県職員や市町村職員に対する研

修等を通じた体制整備を図るとともに、各種相

談窓口での対応や県営住宅への優先入居、さら

には、広報啓発等を通じた地域社会の理解増進

等に取り組んでおります。

今後とも、犯罪被害者等の声にしっかりと耳

を傾け、国や市町村、関係団体とも連携し、途

切れない支援を提供することで、犯罪被害者等

を共に支え合い、誰もが安心して暮らせる社会

の実現に取り組んでまいります。

準備しておりました質問は○重松幸次郎議員

全て終了いたしました。丁寧な御答弁をいただ

き、誠にありがとうございました。以上で終了

させていただきます。（拍手）

以上で午前の質問は終わり○野﨑幸士副議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時44分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開き○濵砂 守議長

ます。

次は、前屋敷恵美議員。

〔登壇〕（拍手） 日本共産○前屋敷恵美議員

党の前屋敷恵美でございます。本日は、多くの

皆さんの傍聴、ありがとうございます。

質問に入ります前に、一言、10月27日に投開

票が行われた総選挙の結果は、国会の状況を大

きく変え、少数与党が政権を担うという状況が

つくられました。大局的に見れば、国民が自民
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党政治に代わる新しい政治を模索し、探求す

る、新しい政治プロセスが始まったことを示す

ものと言えます。

政治の新たな激動の下で、今後、企業・団体

献金の禁止、紙の健康保険証の存続、選択的夫

婦別姓、学費値上げストップなど、国民の切実

な願いに応えるか否かが各党に鋭く問われるこ

とになり、政治を前向きに動かす可能性も大き

く開かれてくると確信いたします。

国の政治のありようが国民の暮らしを左右す

るだけに、我が党は、「国民が主人公」の政治

の実現に向けて、政治を前に動かすために奮闘

することを表明するものです。

それでは、通告に従い一般質問を行います。

まず最初に、知事の政治姿勢から伺います。

今年10月11日、ノルウェー・ノーベル委員会

は、2024年のノーベル平和賞を日本原水爆被害

者団体協議会（日本被団協）に贈ることを発表

しました。このことは、核兵器のない世界を願

う全ての人々に、限りない励ましと勇気を与え

ています。

アメリカの原爆投下による、この世の地獄を

辛うじて生き延びた被爆者は、その後、国の援

護もなく放置され、後遺症、差別や経済的苦難

を強いられました。日本被団協は、「自らを救

うとともに、自分たちの体験を通して再び被爆

者をつくらない。人類の危機を救おう」と1956

年に結成されました。

「核戦争起こすな、核兵器なくせ」「原爆被

害者への国家補償」を掲げて、被団協結成か

ら68年、連綿として核兵器廃絶に向けて国内外

で続けてきた長年の草の根運動、被爆の実相を

語る証言活動が、「核兵器が二度と使われては

ならないということを身をもって示してきた」

と高く評価されての平和賞受賞です。実に被爆

から79年です。

知事は、この日本被団協のノーベル平和賞受

賞をどのように受け止めておられますか、お聞

かせください。

あとの質問は質問者席から行います。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

日本原水爆被害者団体協議会のノーベル平和

賞受賞は、被爆者の思いや経験を通じて「核の

タブー」の確立に貢献するなど、被爆者の皆様

の長年にわたる地道な取組が世界に認められた

あかしであり、心からお祝いを申し上げます。

また、本県におきましても、被害者の会をは

じめ関係者の皆様が、若い世代への継承活動な

どに熱心に取り組んでこられたことに対し、深

く敬意を表します。

世界各地の紛争の激化により、核兵器の脅威

が高まる中、唯一の戦争被爆国である日本の団

体が平和賞に選ばれたことは、大変意義深いこ

とであると考えております。

私も広島県出身として、被爆者の記憶や「核

兵器は二度と使われてはならない」という思い

を次の世代へ確実に引き継いでいくことが、今

を生きる私たちの使命であり、何よりも大切な

ことであると強く感じております。以上であり

ます。〔降壇〕

今、世界には、約4,000発の○前屋敷恵美議員

核弾頭が配備されていると言われております。

ロシアが核使用の威嚇を繰り返し、他の核保有

国も核抑止力の強化を進める下で、核使用の危

険な状況にあると言えます。

こうした中、国連で採択された核兵器禁止条

約は、既に2021年１月、国際条約として発効さ

れ、現在、73か国が批准して、核戦争につなが
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る核兵器をなくす平和の運動は、世界の大きな

うねりになっています。今回の平和賞の受賞

で、それはさらに強まっていくというふうに思

います。このことからしても、日本は唯一の被

爆国として、核兵器廃絶の先頭に立つべきと思

います。

しかしながら、いまだに日本政府は、核兵器

禁止条約に背を向け続けて、署名も批准もして

おりません。締約国会議へのオブザーバー参加

すらしておりません。知事はこの日本政府の姿

勢をどのように見ておられますか。広島県御出

身の知事であればこその思いをお聞かせいただ

きたいと思います。

日本政府は、核保有国○知事（河野俊嗣君）

が参加していないこと等から、核兵器禁止条約

を批准しておりませんが、安全保障を確保した

上で、核保有国を関与させるよう努力しなが

ら、「核兵器のない世界」の実現に向けて取組

を進めていく方針であります。

我が国は、唯一の戦争被爆国として、核軍縮

の進展に向けて世界をリードしていく責任があ

ります。今回の受賞が大きな後押しとなり、核

軍縮に向けた現実的かつ実践的な取組が、これ

まで以上に力強く進められることが大切である

と考えております。

県としましても、平和で安心して暮らせる社

会の構築に向け、戦争や原爆の記憶、被爆者の

思いや平和の尊さを次の世代に引き継ぐ取組を

今後とも進めてまいります。

日本は今、非核国と核保有○前屋敷恵美議員

国の橋渡しを掲げております。しかし、核保有

国に対しては、究極的に廃絶する努力を求めて

いるだけにすぎません。日本政府のこうした姿

勢や道理のなさは、世界からも大きく批判され

ているところであります。

日本政府は、先ほど知事も申されましたが、

核兵器廃絶に向けて世界をリードする責任があ

ると思いますし、責務だというふうに私も思い

ます。人道上も許されない核兵器使用を現実の

ものにさせないためにも、核兵器禁止・廃絶の

国際世論と行動が求められております。日本政

府が臆することなくこの道を進むことを求め続

けていきたいと思います。

では、次に移ります。現行の保険証、紙の保

険証の存続についてです。

政府は、12月２日をもって現行（紙）の健康

保険証の廃止を行い、マイナンバーカードにひ

もづけをしたマイナ保険証へ一本化するとして

いますが、現行の健康保険証を残してほしいと

の要望や世論は今大きく高まっています。

全国の地方議会では、38都道府県の222議会が

既に保険証の存続を求める意見書を採択してお

り、さらに、さきの９月議会でも、25議会が意

見書採択と広がっています。

今年９月時点のマイナ保険証の利用率は、全

国で13.87％にとどまっております。宮崎県の状

況はどうでしょうか、福祉保健部長、お聞かせ

いただきたいと思います。

本県におけ○福祉保健部長（渡久山武志君）

るマイナ保険証の令和６年10月の利用率は17.78

％であり、全国平均15.67％を2.11ポイント上

回っております。

政府は、マイナ保険証の登○前屋敷恵美議員

録や利用率を上げることに相当エネルギーを使

い、税金を費やして取り組んでいるはずですけ

れども、思うようには進んでいないというのが

今の現状です。

宮崎県でも利用率は２割に届かない状況です

が、この利用率が伸びない原因をどのように考

えておられるでしょうか。福祉保健部長、お願
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いします。

利用率が伸○福祉保健部長（渡久山武志君）

びておりません原因につきましては、これが新

しい仕組みであり、県民の皆様の間にまだ十分

な理解が浸透していないことや、現行の保険証

も利用可能であることなどの理由によるのでは

ないかと推測いたしております。

マイナ保険証をめぐるトラ○前屋敷恵美議員

ブルは依然として多く、全国で５月以降だけで

も約７割の医療機関でトラブルが発生したとの

調査結果が出ています。

マイナ保険証を読み取るカードリーダーで顔

認証ができない、通信回線が途絶えてオンライ

ン資格確認ができない、氏名や住所の一部が黒

丸で表示されるなどなどです。医療機関では、

こうしたトラブルを持ち合わせていた現行保険

証で資格確認したという報告もあります。

政府は、このトラブル対策として、今新たに

９種類もの資格確認方法を追加いたしました。

このことで、医療現場の大混乱は必至だという

ふうに私は思います。こうしたトラブルとその

対応に、医療機関や利用者から不安の声が上が

るのは当然ではないでしょうか。

こうしたトラブルが私は県内でも起きている

と思いますが、どんなトラブルが県内で起きて

いるのか、なぜそういったトラブルが起きるの

か、把握しておられるものをお聞かせいただき

たいと思います。福祉保健部長、お願いしま

す。

県にトラブ○福祉保健部長（渡久山武志君）

ルを報告する仕組みがございませんので、県内

の国民健康保険直営診療施設の一部から聞き

取った範囲でございますが、通信が正常に実施

できなかった事象のほか、氏名の旧字体や自己

負担割合が適正に表示されない事例があったと

伺っております。

原因としましては、機器の不具合や通信障害

によるもののほか、資格情報のシステム反映に

係るタイムラグではないかと伺っております。

マイナンバーのひもづけの○前屋敷恵美議員

誤りをはじめ、マイナ保険証をめぐる様々なト

ラブルが多発する中で、保険証廃止の弊害が今

明らかになっていると思います。

マイナンバーカードと保険証の一体化による

マイナ保険証は、５年ごとの更新が必要とされ

ています。また、マイナ保険証を持たない人に

は、資格確認書が送付されるということのよう

ですが、継続するには毎年の更新手続が必要に

なると聞いています。

この更新や申請の手続を忘れたり怠ったりす

ると無保険証の状況となり、保険料を払ってい

ても医療が受けられなくなってしまうのではな

いか、こうした心配の声が寄せられています。

こうなりますと、国民皆保険制度そのものが損

なわれるということになると思います。

こうした事態は絶対に避けなければならない

と思いますが、どのように対応されるのでしょ

うか。まず、マイナ保険証の取扱いについての

方策をお聞かせください。福祉保健部長、お願

いします。

電子証明書○福祉保健部長（渡久山武志君）

の有効期限前後のそれぞれ３か月間は、保険医

療機関等のカードリーダーの画面に更新手続を

促すアラートが表示されますほか、電子証明書

の有効期限が切れても、３か月間は引き続きオ

ンライン資格確認が可能となっております。

また、有効期限が切れてから３か月経過する

前に、保険者から職権で資格確認書が交付され

ますので、切れ目なく保険医療機関で受診する

ことが可能となります。
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では次に、現行の保険証の○前屋敷恵美議員

廃止後、マイナ保険証を持たない人、資格確認

書の取扱いについてお伺いしたいと思います。

福祉保健部長、お願いします。

現行の保険○福祉保健部長（渡久山武志君）

証は、その保険証の有効期限までの間、最長１

年間使用できますが、マイナ保険証をお持ちで

ない方に対しては、その有効期限が来る前に、

申請することなく、各保険者から資格確認書が

交付されることになっております。

この資格確認書は、各保険者が５年以内の有

効期限を設定することになっておりまして、そ

の有効期限が切れる前に新しい資格確認書を交

付いたしますので、引き続き保険医療機関等で

受診することができます。

いずれにいたしましても、○前屋敷恵美議員

自治体の負担、手間というのは大いにかかって

くるということが想像されると思います。

政府は、不安払拭の措置を取ったので、予定

どおり健康保険証を廃止するとしていますが、

マイナ保険証のトラブルは今でも起きておりま

す。国民の多くが現行保険証の原則廃止に不安

を感じております。こうしたトラブルや不合理

は、単に利用者や医療機関だけでなく、自治体

や関係保険者の負担にも大きく関わってまいり

ます。こうした状況の中で、現行保険証を廃止

することに道理があると言えるでしょうか。私

は無謀だというふうに思っています。

多くの国民、県民が、保険証は残してほし

い、現行保険証とマイナ保険証の二本立てで

行ってほしいと言われています。ここは一旦立

ち止まって、現行保険証廃止は撤回すべきでは

ないかと思います。

現行保険証の廃止を見直すよう、知事は国に

進言すべきではないでしょうか。今からでも決

して遅くはありません。知事のお考えをお聞か

せください。

マイナ保険証につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、より正確なデータに基づく、よりよい

医療の提供につながる、また利用者の利便性に

資するなど、多くのメリットがある一方で、マ

イナ保険証に関する情報が十分に浸透していな

いことなどから、利用が進んでいない現状、ま

た様々な課題等もあると認識しております。

マイナ保険証を持たない方も、資格確認書が

漏れなく交付されますことから、従来どおり必

要な医療を受けていただくことができますの

で、県としましても、今後とも、様々な媒体を

通して、県民の皆様への丁寧な広報活動を行っ

てまいります。

また、国に対しては、情報セキュリティー対

策を徹底し、安心してサービスを利用する環境

を整えるよう、引き続き全国知事会等を通じて

要望してまいります。

利便性も大いにあるという○前屋敷恵美議員

知事の御意見ですけれども、しかし、マイナン

バーカードをめぐる混乱は今深まるばかりで

す。本来、任意であるはずのマイナンバーカー

ドの取得が、このマイナ保険証一つを取っても

半ば強制的になろうとしています。

なぜ政府がこうも固執するのか。そもそもこ

のマイナンバー制度導入の背景には、政府が国

民の所得・資産、税・保険料負担、社会保障給

付を一体的に把握して、徴税強化と給付削減を

視野に入れたものであるからだと思います。ま

た、財界や特定企業も、この大量の個人情報を

ビジネスに利用しようと要求しています。今後

さらにデジタル化とマイナンバーカードへの一

元化が図られることは必至です。

しかし、マイナンバー制度で政府が国民一人
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一人に番号をつけ、他分野の個人情報をひもづ

けして利用できるようにすること自体、プライ

バシー権の侵害の危険を招く重大な問題です。

真のデジタル化やＩＴ利用を推進する上でも、

何より国民が安心して利用できるようにするこ

とが大前提だと思います。現行保険証の廃止、

マイナ保険証の強要をやめ、現行保険証の存続

を強く求めるものです。知事もぜひこの立場に

立って御努力いただくことを強く求めたいと思

います。

次に入ります。

次に、ケア現場の諸課題について、まず、医

療現場の現状と対策について伺います。

医療現場は、厳しいコロナ禍を乗り越え、新

型コロナウイルス感染症が５類に移行したもの

の、依然として感染症対策の強化は必要とされ

ており、そのための経費と人手は大きな負担と

なっています。

2024年度の診療報酬改定が行われましたが、

本体改定率0.88％と厳しい改定で、医療経営の

実態や現在の物価高騰にはとても見合わないも

のであり、特に中小の民間病院や診療所の経営

は厳しさを増しております。

厚生労働省の医療経済実態調査でも、赤字法

人は約25％を占めており、医療法人の施設数約

４万件のうち１万件が赤字経営で、実態は数字

以上に厳しいと見られています。倒産や休廃業

・解散も増えており、このままでは地域医療の

存続が危ぶまれています。

こうした実態は県内においても現れているの

ではないでしょうか。県はどのように把握し、

認識しておられますか。福祉保健部長、地域医

療の実態をお聞かせください。

診療報酬に○福祉保健部長（渡久山武志君）

つきましては、公定価格でありますため、電気

やガス等のエネルギー価格などの物価高騰や人

件費の増を直接価格転嫁できない性質を有して

おります。

医療関係団体との意見交換などでは、物価高

騰や医師・看護師の不足による人件費上昇の懸

念などを伺っておりまして、医療機関の経営状

況が厳しい局面にあると認識しております。

医療現場は、医師不足はも○前屋敷恵美議員

ちろんですが、今、部長も言われたように、看

護師不足も深刻で、待遇改善は喫緊の課題であ

ります。しかし、厳しい医療経営の中での処遇

改善は困難だと訴えられています。

看護師の厳しい労働条件の下での看護は、看

護師の方々の身体にも、また患者さんにも影響

が及ぶことになります。県は、こうした実態を

どのように受け止め、どう対応しようとしてお

られるのかを伺います。

また県は、地域医療を守るためにも、医療現

場・医療機関の実態を把握して、国に対して、

診療報酬の再改定、そして財政支援措置を図る

よう求めることが必要ではないかと思います。

しかし、国が実行に至らない間は、県民の医

療を受ける権利保障のためにも、医療機関の存

続・維持のために、県の一定の財政支援も必要

ではないかと思いますが、県の考え方を伺いた

いと思います。福祉保健部長、お願いします。

これまで県○福祉保健部長（渡久山武志君）

では、国の重点支援地方交付金などを活用いた

しまして、物価高騰などの負担を軽減するため

に、医療機関に対する支援を実施してまいりま

した。

国が先般、閣議決定いたしました総合経済対

策では、物価高に大きく影響を受ける医療機関

を含む事業者等を支援するため、再び重点支援

地方交付金の活用が打ち出されたところであ
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り、今後の補正予算審議の状況を注視してまい

りたいと考えております。

ぜひそういった予算も含め○前屋敷恵美議員

て、医療機関がしっかりと地域医療を担えるよ

うな、そういう方策を徹底していただきたいと

思います。

また、引き続く新型コロナウイルス感染症対

策を行う医療従事者に対して、抗原検査キット

の配布やワクチン接種についての財政支援が必

要かと思います。まずは、医療現場をしっかり

支えることが重要であると考えるからです。こ

うした支援について、どのようにお考えでしょ

うか。福祉保健部長、お願いします。

新型コロナ○福祉保健部長（渡久山武志君）

への対応は、５類感染症移行後も、医療機関へ

の支援を継続しながら、段階的に通常の医療提

供体制へと移行いたしまして、本年４月の完全

移行に伴い、医療機関への支援が終了したとこ

ろであります。

新型コロナは、今後も周期的に流行を繰り返

すことが予想され、新たな感染症危機にも備え

ていく必要があります。

このため県では、本年度の新規事業におきま

して、感染症対応を行う人材の育成や、医療機

関の設備整備への支援に取り組んでおります。

しっかりと地域医療を守る○前屋敷恵美議員

ために尽力いただきたいと思います。県民の命

と健康、暮らしを守ることは、地方自治体の責

務です。命を守るとりでを支えることは、何よ

り重要なことだというふうに思います。県の十

分な対応を求めていきたいと思います。

次に、訪問介護の報酬引下げに伴う介護事業

所の現状と対策について伺います。

介護事業者の今年１月から10月の倒産件数が

過去最多を記録し、そのうちの半数を訪問介護

が占めていると、これは東京商工リサーチが公

表いたしました。

東京商工リサーチは、ヘルパー不足や燃料代

などの運営コスト上昇に加え、2024年の介護報

酬マイナス改定の影響が出ている可能性がある

と分析しています。また、リサーチ社は、効率

化が進む大手と小規模・零細事業者との格差が

広がっているとして、国や自治体の本格的な指

導、また支援がなければ、小・零細事業者の淘

汰が加速する可能性が高いと指摘して、このま

までは介護事業者の倒産に歯止めがかからず、

全国で介護難民の発生が現実味を帯びていると

警鐘を鳴らしています。

私は、さきの９月議会の決算審査の質疑

で、2023年度の介護事業所の実態をお聞きいた

しましたが、４月の訪問介護の基本報酬引下げ

以降の県内の状況をお聞かせください。福祉保

健部長、お願いします。

県内の訪問○福祉保健部長（渡久山武志君）

介護従事者の平均賃金及び年齢等につきまして

は、厚生労働省が行いました令和５年賃金構造

基本統計調査によりますと、毎月の給与額の平

均は27万2,600円、平均年齢は51歳です。

また、訪問介護事業所の数は、令和６年４月

１日現在で461件、令和６年10月末現在で、２件

減少して459件となっております。

訪問介護は、ホームヘル○前屋敷恵美議員

パーの賃金が全産業平均より月６万円低いと言

われ、有効求人倍率10数倍の人手不足です。そ

こへ政府が４月から訪問介護の基本報酬を引き

下げたことが大打撃となっています。

この訪問介護報酬引下げの影響について、宮

崎県民主医療機関連合会による県内の訪問介護

事業所に向けたアンケートが集約されておりま

す。紹介したいと思います。
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事業所からは、「基本報酬の引下げに納得で

きない（96.3％）」「経営状況は悪化する

（57.4％）」「事業継続が困難になる（16.7

％）」「人材は充足していない（57.4％）」な

どなどです。

この人材不足については、「求人を出しても

応募がない。今回の報酬改定で拍車がかかりそ

う」「訪問介護は敬遠され、新たな人材確保が

困難。ヘルパーさんの半数が65歳以上で、いつ

退職されるか分からない」「人材不足のため、

利用者の新規受入れができない」などなどで

す。

今回の報酬改定についての意見や要望につい

ては、「今回の引下げは、在宅介護は不要なの

かと受け取れる改定であり、全く地方の実情が

分かっていない」「訪問介護の需要は増えてい

るのに、人が足りていない状況で報酬を下げる

意味が分からない」「売上げが上がっている大

企業と、当事業所のように極小規模企業を一緒

にしないで、分けて考えてほしい」「現場の声

を聴いてほしい」「現場のことを分かっている

人が協議してほしい」「報酬改定は、在宅介護

をベースにしたはずの国の方向性が大きく覆っ

た瞬間だった。訪問介護の人材不足解消は、国

民の命を守るために必要である。どれだけの犠

牲が出るかは明白だ」「介護報酬を上げてほし

い」などなど、アンケートの回答は切々と訴え

ておられます。全てを紹介したいほどです。

まさにヘルパー不足は深刻で、そこにきて訪

問介護報酬のマイナス改定は、低賃金と高齢化

に拍車をかけることになると危惧いたします。

先ほど部長がお答えになりました、宮崎県は

そこまで心配ないと言われているように聞こえ

ましたが、今紹介した当事者、現場の声が示す

ように、早晩、在宅介護が守れなくなる事態は

避けられなくなるのではないでしょうか。

訪問介護報酬のマイナス改定の及ぼす影響を

どのように見ておられるのか、県としてはどう

対応するおつもりなのか、今後を見据えて、福

祉保健部長、お願いいたします。

令和６年度○福祉保健部長（渡久山武志君）

の報酬改定では、処遇改善加算の引上げが行わ

れました一方で、訪問介護の基本報酬が引き下

げられました。

全国の事業所の平均的な経営状況に基づいた

改定ではありましたけれども、中山間地域など

条件不利地域を多く抱えます本県の訪問介護事

業所の皆様にとりましては、厳しい内容であっ

たと受け止めております。

今、部長がおっしゃいまし○前屋敷恵美議員

たけれども、アンケートの中にもそういったこ

とが書かれておりました。「介護報酬を引き下

げ、処遇改善加算を上げても何もならない。報

酬が下がれば、事業主をはじめ、従業員に還元

することも難しくなる」と、国の施策に真正面

からの批判の声もあったわけです。

また、「介護の仕事はとても好きだが、赤字

が続けば事業継続は困難」と、何とか事業は続

けたいとの思いがひしひしと伝わってくるアン

ケートでした。

こうした介護保険のサービス提供体制が崩壊

の危機に瀕しているのは、介護報酬が03年度か

ら21年度に本体部分が5.74％も削減された結果

です。その上、訪問介護事業所の４割が赤字と

分かっていながら、この４月から訪問介護の基

本報酬を引き下げました。

危機を打開するには、この引き下げた報酬を

元に戻すこと、削減されてきた介護報酬の底上

げをすることがどうしても必要だというふうに

思います。さらに、国庫負担を増やすことも必
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要です。こうした国への要望を、県も介護事業

者と一体に進めるべきだと私は思いますが、知

事のお考えをお聞かせください。

訪問介護は、介護を必○知事（河野俊嗣君）

要とする方が、自宅で生活し続けるために大切

なサービスであります。

今、部長も答弁しましたように、条件不利地

域を多く抱える本県におきまして、地域の在宅

介護を支えるために、日々尽力いただいており

ます訪問介護事業所の皆様にとりまして、今回

の基本報酬引下げは、厳しい内容であったと受

け止めております。

県としましては、国に対し、介護保険制度に

おける国と地方の負担の在り方を含め、必要な

制度の改善を図ることや、訪問介護の基本報酬

引下げ等の影響を適切に検証し、必要な措置を

講じるよう、全国知事会を通じて要望している

ところであります。

今後も、高齢者が安心して暮らすことができ

るよう、住み慣れた地域で必要なサービスを受

けられる環境整備に取り組んでまいります。

ぜひその立場を貫いていた○前屋敷恵美議員

だきたいと思います。

あわせて私は、国の要望と併せて、県独自の

対策も施策も必要かと思います。今、知事も

おっしゃいましたけれども、在宅介護を支える

ことは、高齢者が住み慣れたまち、家で暮らし

たい、この思いに応えることだと思います。

そして、2000年に創設された介護保険制度が

崩壊の危機にある今、高齢者が尊厳を持って生

きていけること、誇りを持って介護したいと頑

張っておられる介護従事者の方々が安心して働

けるようにすること、このことはまさに政治の

責任だというふうに思うわけです。ぜひこうし

た立場で行政を担っていただきたい。強く要望

しておきたいと思います。

次に、いじめや不登校など、子供たちを取り

巻く現状と対策・支援について伺います。

全国の小中学校で2023年度に不登校だった児

童生徒が前年度比約４万7,000人増の34万6,482

人で過去最多を更新したと、10月31日、文科省

の調査で発表されました。高校も６万8,770人と

過去最多で、小中高を合わせて41万5,252人に上

ります。

また、小中高と特別支援学校のいじめ認知件

数も、前年度から約５万件増え73万2,568件で、

３年連続で最多を更新しております。

宮崎県の状況も全国と同じように、不登校の

児童生徒は過去最多で、いじめの認知件数も増

加しています。改めて、県内の現状を、不登

校、いじめ、それぞれについてお聞かせくださ

い。教育長、お願いします。

本年10月公表の国○教育長（黒木淳一郎君）

の調査によりますと、令和５年度の本県公立小

・中・高等学校の不登校児童生徒数は、小学校

が943人、中学校が1,680人、高等学校が400人と

なっており、全国に比べると低い割合にあるも

のの、令和４年度と比較しますと、いずれの校

種におきましても増加しております。

不登校の増加の背景として、コロナ禍以前の

生活に戻る中、子供たちを取り巻く環境が大き

く変化したことで、学校生活に対してやる気が

出ないことや、生活リズムの不調などが見受け

られたことなどが、国の調査において報告され

ております。

本県においても、コロナ禍での生活が影響を

及ぼしたのではないかと考えております。

令和５年度の本県公立学校における、いじめ

の認知件数は8,876件となっております。

いじめの認知件数につきましては、令和２年
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度以降、全国的な増加傾向の中、本県では、ガ

イドラインを用いた教職員の研修や未然防止の

取組の成果により、減少傾向にありましたが、

令和５年度は全国と同様に増加しております。

私は、昨年の11月議会でも○前屋敷恵美議員

不登校問題を取り上げさせていただきました。

学校に行けなくなった子供たちの立場に立った

支援について、フリースクール等が果たしてい

る役割の重要性などは、県教育委員会とも共有

できたと思っています。そして、その役割、活

動が継続されるような支援が必要であることな

どを要望させていただきました。その後の取組

はどうなったのでしょうか。

しかし、それだけでは解決はできません。今

回示された数字は、前年を上回って過去最多で

す。連続して不登校もいじめの認知件数も増え

続けています。

全国の小中学校の不登校は11年連続の増加で

す。文科省は、2023年度の増加の背景には、

今、教育長もおっしゃいましたが、新型コロナ

ウイルスの感染拡大で、生活リズムが乱れたこ

とによる登校意欲低下や、休養の必要性につい

て保護者の意識が変化したことなどを挙げてお

られますが、そんな単純なものではないと私は

思います。県も同じ見解なのでしょうか。

県としては、どのように原因を把握・分析し

て、対応しようとしておられるのか、対応策を

伺いたいと思います。教育長、お願いします。

不登校やいじめが○教育長（黒木淳一郎君）

増加していることにつきましては、大きな課題

であると非常に重く受け止めております。

現在、県教育委員会では、様々な悩みや不安

を感じている児童生徒一人一人の気持ちに寄り

添えるよう、スクールカウンセラー等の全校配

置や、ＳＮＳを活用した相談窓口の開設など、

教育相談体制の強化を図るとともに、不登校対

策の拠点として、県教育支援センター「コネク

ト」を設置したところであります。

今後は、未然防止に一層力を入れ、全ての児

童生徒が楽しいと実感できる魅力ある学校づく

りを推進するとともに、宮崎県いじめ問題子供

サミットを市町村教育委員会と連携しながら地

域ごとに開催するなど、これまでの取組をさら

に進めてまいります。

今、教育長のほうからも、○前屋敷恵美議員

原因の分析、そして対応策をお話しいただきま

したけれども、しかし私は、もっと根本的な原

因を探り、つかまなくては、その解決にはなら

ないんじゃないかと思っています。

子供の不登校が増えている、より根底的な背

景には、全国学力テストなど、過度の競争と管

理の教育が学校現場に押しつけられてきた問題

などがあるのではないでしょうか。

教育を競争と管理でゆがめたままでは、不登

校は増えるばかりだというふうに思います。こ

のことは、国連の子どもの権利委員会から、幾

度となく日本政府に勧告が出されていることか

らも明らかです。

子供たちが学ぶことを喜び、通いたくなる学

校、教育長もおっしゃいましたが、そうするた

めには、まず競争と管理の教育を見直すことか

ら始めることが必要だと思います。同時に、不

登校の子供たちが安心して生活し、学べるため

の取組が重要です。

子供の安心して休む権利、自分らしく生きら

れる権利を大切にすること、子供と親が相談で

きる窓口の拡充を図ること、子供の居場所とし

ての公的な施設の拡充、今コネクトができてお

りますけれども、これをもっと拡充することが

必要だと思うわけです。
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フリースクール・フリースペースなどをきち

んと認めて、公的支援を行う等々、ほかにも教

職員が子供たちとしっかり向き合える手だてを

取ることなど、取り組むべきことは本当にたく

さんありますが、これからの大きな課題だとい

うふうに思っています。

全ての子供たちに豊かな子供時代が保障でき

るよう、真剣に取組を進めていただくことを求

めたいと思います。もちろん、私たちにも課せ

られた課題であることは言うまでもないことで

す。

次に、精神障がい者の医療費助成について伺

います。

障害者基本法では、身体障がい、知的障が

い、精神障がいの３障がいを一元化して、共通

した制度で医療費助成を提供することを規定い

たしております。

ところが、重度心身障がい者・児医療費助成

制度については、身体・知的障がいの両障がい

とも、全ての診療科を受診する際に助成されて

おりますけれども、精神障がい者は自立支援医

療制度で、精神科への通院・受診のみの助成と

なっています。

本来、国が障害者基本法にのっとり、３障が

いに差別なく医療費補助を実施することが当然

なのですが、これまで自治体独自の取組に委ね

られているのが現状です。

しかし、全国ではこの取組が進んでおり、昨

年４月時点で、精神障がい者への医療費助成が

ないのは全国で９府県、九州では宮崎と鹿児島

だけでしたけれども、鹿児島では近く実施する

ことが決まったというふうに聞いています。

精神疾患は、発達障がいやひきこもり、うつ

病、統合失調症など、近年その数は増加の傾向

であり、精神障がい者の多くは障害年金に頼る

生活です。身体に関わる病気は早めの手当てが

大事です。ぜひ、宮崎県でも自治体との協議を

進めていただき、実施してほしいと思います

が、県の考えをお聞きいたします。福祉保健部

長、お願いします。

重度障がい○福祉保健部長（渡久山武志君）

者・児医療費公費負担事業は、障がいのある方

の健康と福祉の向上を図る上で、重要な事業で

あります。

当該事業では、現在、精神障がいのある方へ

の助成は対象外としておりますが、実施主体で

ある市町村に対するアンケート調査や意見交換

などを行いながら、対象範囲の拡大について検

討を進めております。

ぜひ県も決断していただい○前屋敷恵美議員

て、安心して生活できる、そういう状況をつ

くっていただきたいと思います。ぜひ御努力を

お願いいたします。

最後になりますが、様々な要因で肺の機能が

低下して、酸素補給が欠かせない方々への支援

について伺います。

日常生活において、酸素の補給が欠かせない

というのは大変な御苦労です。経済的な問題と

ともに、特に災害のときの心配が大きいと言わ

れます。今利用している酸素ボンベの供給が保

障されるのだろうか、また、停電ともなれば酸

素補給の機材が使えなくなる、電源の確保はど

うなるのだろうかということです。酸素の補給

ができないということは、命に関わる問題で、

心配は尽きません。

こうした点で、日常生活及び災害時の対応に

ついて、県としての手だて、支援策を伺いたい

と思います。福祉保健部長、お願いします。

酸素吸入な○福祉保健部長（渡久山武志君）

ど医療的ケアが必要な障がい児・者にとりまし
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て、非常時における電源の確保が必要不可欠で

あり、近年、持ち出しが容易なポータブル蓄電

池の需要が高まっております。

このような蓄電池は、一定の費用がかかり、

定期的な買換えも必要でありますことから、個

人での購入は負担が重く、現在、県内18の市町

村において、障がい者の日常生活用具として、

一部自己負担による給付を行っております。

災害時の対応、ポータブル○前屋敷恵美議員

蓄電池など支援策はあるということですが、ぜ

ひその施策をこういった障がいを持たれている

方々に知らせてほしいと思うんです。最近の地

震や大型台風など気候変動の中で、様々な事態

を想定した対応が求められます。県民の安心と

安全を保障するためにも、日頃から、様々な施

策、対応策について広報・周知を図ることを求

めたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

以上で質問は終わりますが、今回は医療・福

祉・教育について質問させていただきました。

県民の安心できる暮らし、子供たちの現在と未

来をしっかりと守れる施策を進めていただくこ

とを再度お願いし、求めまして、質問を終わり

たいと思います。ありがとうございました。

（拍手）

次は、安田厚生議員。○濵砂 守議長

〔登壇〕（拍手） こんにち○安田厚生議員

は。宮崎のひなた、安田厚生です。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。通告に従いまして質

問させていただきます。

先月、常任委員会で県外調査を行いました。

東京都港区にあるソフトバンク株式会社に伺

い、ペーパーレス化、ＤＸ化を活用した働き方

改革について学ばせていただきました。

その調査の中で、宮崎担当職員、日向の担当

職員だったんですが、その方が「宮崎は本当に

観光によいところですね」というお話をしてく

ださいました。「南国というイメージが大変似

合う、すてきなまちだ」ということでありまし

た。しかし、宮崎のＰＲを聞いてみますと、

「宮崎の観光ＰＲは東京では感じられない」と

いうお話をしてくださいました。

宮崎県は様々な観光ＰＲに取り組んでいると

ころでありますが、全国にはＰＲが浸透してい

ないと感じたところであります。

観光については、今週26日に、宮崎ブーゲン

ビリア空港発着の国際定期便「宮崎－台北線」

が約４年９か月ぶりに再開いたしました。おめ

でとうございます。

台湾には、歴史、文化、おいしい料理や多く

の人でにぎわう夜市など、すてきな観光地がた

くさんあり、楽しいところであります。私は日

台友好議員連盟の役員を６年間させていただい

ておりますが、まだ台湾には行ったことがあり

ません。ですから、今回は、韓国からの誘客に

ついてお伺いしたいと思います。

来月18日から、韓国のアシアナ航空が運航す

る宮崎－ソウル線が、週７往復でデイリー運航

へと増便されます。今回の増便には大きな経済

効果が見込まれています。

県はこれまでにも増して宮崎の観光ＰＲを強

く進める必要があると思いますが、そこで、韓

国からのインバウンド対策について、今後どの

ように取り組んでいくのか、知事にお伺いいた

します。

以上で壇上からの質問といたします。残りの

質問は質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

本県のインバウンド誘致にとりまして、直行
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便を有する韓国は、最も重要な市場の一つであ

ります。先月、濵砂議長や経済団体の関係者と

ともに、アシアナ航空本社を訪問し、ウォン社

長に対し直接、今回の増便に対する感謝の思い

を伝えたところであります。

昨年９月のソウル線再開以降、ゴルフを中心

に韓国からの観光客が増加し、本県のインバウ

ンドは徐々に回復傾向にありますが、まだコロ

ナ禍前の水準には届いておらず、増便を契機と

して、ゴルフ以外の一般観光も含めた韓国から

のさらなる誘客拡大が必要であります。

また、韓国で受けた説明によりますと、今、

長引く円安の状況もあります。さらには、今、

韓国国民の対日感情が過去最もよい状況にある

ということで、韓国からのインバウンド誘致は

今が大きなチャンスにございます。

このため県では、増便決定以降、現地旅行会

社向けの観光セミナーの開催に加え、テレビ

ショッピングによる旅行商品の販売ＰＲや旅行

博への出展等を通じて、本県の強みである自然

や食などの魅力について、幅広くプロモーショ

ンを展開してまいりました。

今後も、旅行会社向けの送客支援の実施によ

る旅行商品の販売促進や、インフルエンサーを

活用した情報発信の強化など、集中的に対策を

講じながら、韓国からの誘客を促進してまいり

ます。以上であります。〔降壇〕

今回の増便には、円安による○安田厚生議員

インバウンド需要に加え、好調なゴルフ需要が

見込まれています。部会で宮崎－ソウル線の調

査を行った際、韓国から帰り着いたブーゲンビ

リア空港には、100を超える数のゴルフのキャ

ディーバッグが並んでおりました。韓国のゴル

フブームに大変驚いたところでございます。

インバウンドの増加は、観光産業の本県経済

に大きな波及効果をもたらすもので、期待して

いるところであります。

また、アウトバウンド向けには、県民の皆様

に気軽にソウル旅行を楽しんでいただくため、

「おしえて！みやざき」でソウルの人気スポッ

トを紹介する特集番組を放送したり、パスポー

ト取得の際に、宮崎空港発着の国際線を利用す

る全ての宮崎県民を対象に、パスポート取得費

用を助成しております。

そこで、県民が韓国へ旅行に行くアウトバウ

ンドも増やしていく必要があると思いますが、

県民パスポート取得支援の実績と、ソウル線の

アウトバウンド促進の取組について、総合政策

部長にお伺いいたします。

県民パス○総合政策部長（重黒木 清君）

ポート取得支援は、アウトバウンドの促進を図

るため、宮崎空港の国際線を利用する県民に取

得費用を補助するもので、本年度の申請者数

は10月末で1,274人であり、年度初めから大きく

増加してきております。

国際線の安定した運航には双方向の利用が重

要であるため、パスポート取得支援のほか、グ

ループ交流支援などの補助制度や、メディア等

を活用した路線ＰＲ等により、県民等の利用促

進を図っております。

また、ソウル線では、冬季の韓国からのゴル

フ需要が高く、夏季の利用が落ち込む傾向にあ

ることから、今年は、個人旅行への支援の創設

やグループへの追加支援など、夏季のアウトバ

ウンド対策に取り組み、例年より多くのアウト

バウンド利用につながったところであります。

県としましては、引き続きこのような取組を

進め、ソウル線の維持・充実に努めてまいりま

す。

アウトバウンドも増えてきて○安田厚生議員
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いる状況であります。県民の皆様のさらなる利

用が鍵を握るものと考えております。

パスポート取得の支援を受けられている方々

は1,274名と聞きましたが、リピーターになって

いただきたいと思います。ソウルへの観光に加

え、ビジネスでも積極的に活用していただくこ

とを期待しています。

次に移ります。

経済産業省は新しいエネルギー基本計画

で、2030年度に36％から38％としています再生

可能エネルギーの割合を、2040年度の時点でさ

らに引き上げ、初めて化石燃料による火力を上

回る最大の電源とするシナリオを示す方向で検

討していることが分かりました。

こうした課題の解決策として期待されている

のが、ペロブスカイト太陽電池と浮体式による

洋上風力です。

風力は、火力に比べ二酸化炭素の排出量が少

なく、地球温暖化対策にも効果があり、特に洋

上風力は、再生可能エネルギーの中でも発電量

が比較的安定しているようです。大規模に開発

されれば、発電コストは火力並みになり、経済

性も確保できると見込まれています。

洋上風力発電の導入可能性の検討について、

環境森林部長にお伺いいたします。

2050年カー○環境森林部長（長倉佐知子君）

ボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エ

ネルギーのより一層の導入が求められる中、洋

上風力発電については、国が浮体式の実証事業

を行うなど、導入拡大に向けた検討が進められ

ております。

現在、本県には導入事例がなく、国が実施し

たポテンシャル調査によると、本県の近海は、

国のガイドラインにおいて、事業性確保の目安

とされている年平均風速毎秒７メートルを下回

る区域が多く、ポテンシャルはあまり高くない

ものと考えております。

洋上風力発電は、安定的で発電効率がよいこ

となどのメリットがある一方で、高い建設コス

トに加え、生態系や景観への影響といった課題

があることから、今後とも、国の動きを注視し

つつ、情報収集を行ってまいります。

海に浮かべる浮体式は、水深○安田厚生議員

が深い沖合でも設置が可能であります。地震に

も強いとされています。太陽光や風力は、ラン

ニングコストはほぼかからないため、今こそ再

生可能エネルギーをフルに使う時代がやってき

たなと感じているところであります。

洋上風力発電のポテンシャルが低いとなれ

ば、今はやっている柔らかい電池、ペロブスカ

イト太陽電池を推進してほしいと思っていると

ころであります。

次に、中小企業において、深刻な問題として

挙げられているのが人手不足倒産であります。

様々な業界で人手不足問題が深刻化していると

ころであります。賃上げや価格転嫁、人手不足

など厳しい経営環境に置かれ、人手不足に苦慮

する中小企業が増えている状況であります。

そこで、本県の人手不足の現状と、その解消

に向けて今後どのように取り組んでいくのか、

商工観光労働部長にお聞きします。

宮崎労働○商工観光労働部長（川北正文君）

局によりますと、本年９月の県内の有効求人倍

率は1.32倍と、111か月連続で１倍台となってお

り、依然として人手不足の状況が続いておりま

す。

県では、みやざき産業振興戦略において、若

者の県内就職や移住・ＵＩＪターンの促進等に

ついて重点的に取り組んでおり、具体的には、

県内外での就職説明会の開催のほか、ヤングＪ
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ＯＢサポートみやざきや宮崎ひなた暮らしＵＩ

Ｊターンセンター等における相談窓口の設置、

また、ふるさと宮崎人材バンクを活用した、県

外在住の求職者と県内企業とのマッチングなど

を実施しております。

今後とも、国や関係機関と連携を図りなが

ら、宮崎の将来を担う産業人材を確保するた

め、これらの取組を推進し、県内企業を応援し

てまいります。

この人手不足の紹介所は、ア○安田厚生議員

プリとかサイトとか、いろいろございますけれ

ども、かなりの手数料が発生するなど、大変問

題となっているところであります。若者たちの

仕事や働き方に対する考え方、価値観の変化も

人手不足の大きな要因の一つであります。

厚生労働省の発表によると、就職後３年以内

の離職率は、高卒で38.4％、大学卒で34.9％と

なっております。県内に就職した新規高卒者、

大卒者のうち、３年以内に離職する者の割合

は、全国に比べて高くなっているところであり

ます。

高卒採用者の離職率が高くなる原因の一つ

に、教育や研修の不足が挙げられているようで

す。また、業務についていけず、ストレスや不

安を感じることが多くなり、結果的に早期に離

職することにつながるようです。

そこで、県立高校生が就職で早期離職しない

ために、県立学校で行われている取組につい

て、教育長にお伺いいたします。

県立高校では、○教育長（黒木淳一郎君）

１、２年次に、自己理解学習や職業講話、イン

ターンシップ等を行い、学年の進行とともに自

分の適性を知り、勤労観や職業観を高める取組

を行っております。

３年次では、志望する企業の勤務条件を研究

させたり、応募する前に職場を見学させるな

ど、実際に働くイメージを持たせることで、就

職前後でのミスマッチを防ぐ工夫をしておりま

す。

さらに、就職後は、教員とともに就職支援エ

リアコーディネーターが卒業生を訪ね、悩みを

聞いたりアドバイスをしたりするなど、職場へ

の定着支援を行いながら、学校と企業をつなぐ

取組を行っております。

今後とも、学年段階に応じ、体系的な進路指

導を行い、早期離職の防止に取り組んでまいり

ます。

説明会や職場見学会などを早○安田厚生議員

めに行うことや、具体的には、インターンを実

施し、実際の仕事を体験できるメリットは非常

に大きいと考えております。

高校３年生では、毎年７月１日に求人情報が

解禁されると、生徒は学校に届いた求人票の中

から、９月までに応募する会社を決めます。高

校採用に関するルールは各都道府県で決められ

ております。多くの自治体では、応募できるの

は１人１社、９月中に内定を得られなかった生

徒のみ、10月から複数の企業に応募ができるこ

とになっております。

こうした中、一部でルールの見直しも進んで

いるようです。茨城県では、１人２社まで応募

ができる制度を導入。生徒の主体性を尊重し、

応募機会を増やすのが狙いだということであり

ます。このように一部で見直しも進んでいま

す。県教育委員会の担当者は、生徒が進路を深

く考える機会になればと考えているようです。

人手不足の中で、高卒の就職状況はかつてな

い売手市場となっています。

本県では、10月１日から１人２社応募ができ

ると聞いていますが、就職試験解禁日の９月16
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日からの導入を検討しているのか、教育長にお

伺いいたします。

本県では、毎年○教育長（黒木淳一郎君）

度、就職に係る応募・推薦の在り方や応募書類

の内容等につきましては、企業や県立学校長協

会等、関係機関で構成される宮崎県高等学校就

職問題検討会議における協議を経て決定してお

ります。

１人１社応募制を申し合わせている理由とい

たしましては、生徒側は、丁寧な進路指導の下

で、受験への準備時間が十分に確保されるとと

もに、身体的・心理的負担も軽減されること、

企業側は、内定辞退の抑制につながり、計画的

・効率的な採用選考が可能となることなどが挙

げられます。

１人２社応募につきましては、今後とも、全

国の状況を注視しながら、関係機関と研究・協

議を行ってまいります。

大阪府では１人１社制が廃止○安田厚生議員

され、複数の応募が可能になりました。高校生

の選択肢が広がり、早期離職を防止する効果が

期待されます。ただし、複数応募はメリットが

ある一方で、学校や企業の負担が重くなるとい

う課題もあるようです。人手不足に悩んでいる

私からの質問でした。ありがとうございます。

次に、不登校対策についてお伺いいたしま

す。

2023年度に全国の小中学校で30日以上欠席し

た不登校の児童生徒数は11年連続で増加し、最

多を更新したことが不登校調査で分かりまし

た。県内の不登校児童生徒は、小学校943人、中

学校1,680人で、ともに過去最多だったと聞いて

おります。小学生は６年連続、中学生は８年連

続で増加しています。

不登校の要因としては、生活のリズムや学校

への不安等が挙げられているようです。児童一

人一人に向き合った指導のほか、誰一人取り残

されない学びの保障に向けた不登校対策が求め

られています。

国は来年度より、不登校の小中学生向けに校

内の学習環境を整備する考えを示しました。学

校の居場所確保に空き教室などを利用し、校内

教育支援センターを設置、学校に行けるもの

の、クラスに入りづらい児童の学習サポートを

する考えであります。

不登校傾向の児童生徒に対して、校内におい

て、どのような支援に取り組んでいるのか、教

育長にお伺いいたします。

不登校傾向の児童○教育長（黒木淳一郎君）

生徒に対しましては、校長のリーダーシップの

下、教職員や専門スタッフが実態を把握した上

で支援方法を協議し、連携して相談活動や学習

支援を行っております。

その中で、登校できても教室に入ることが難

しい児童生徒に対しましては、これまでも教育

相談室等の別室で相談活動や学習支援等を行っ

ておりましたが、今、議員からも御紹介のあり

ましたように、今後、校内教育支援センターと

して改めて整備し、一層の支援の充実に取り組

む予定としております。

校内での支援は、教職員や友人とのコミュニ

ケーションが取りやすく、状況が改善すれば一

部教室で授業を受けることもできるなどの利点

があります。

今後も、不登校傾向の児童生徒が校内におい

ても適切な環境で学習や生活ができるよう、効

果的な支援体制の整備に努めてまいります。

県で行われている校内教育支○安田厚生議員

援センターのメリット・デメリットを検証し、

児童に見合った対応をしていただきますようお
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願いいたします。

子供の貧困率は、ひとり親家庭に限ると、半

数近くが貧困に陥っているという厳しい現実が

あります。

また、困窮世帯の小中学生のうち、学校が楽

しくないと感じる子供が28％に上りました。こ

のうち、大半の子供が生活が苦しいと感じたり

過去に感じたりした経験があると回答、子供貧

困対策に取り組む公益財団法人あすのばの調査

で分かりました。

県では、子供の貧困の実態についてどのよう

に把握しているのか、福祉保健部長にお伺いい

たします。

貧困状態に○福祉保健部長（渡久山武志君）

ある子供のうち、生活保護世帯の子供につきま

しては、福祉事務所のケースワーカーが、就学

援助を受けております児童生徒については、学

校や教育委員会において現状把握に努めており

ます。

また、市町村で子育て家庭等の相談に当たっ

ておりますこども家庭センターや、近年、民間

団体で取組が広がっております子ども食堂や子

ども宅食等の活動から得られる情報も、関係者

間で共有を図っております。

子供の貧困問題は、当事者で○安田厚生議員

ある子供たちだけでなく、社会全体に影響を与

えております。県として様々な取組を進めてい

るところでありますが、現状の支援の中で、多

くの子供たちが貧困状態にあります。

子供の貧困の解消に向けて、どのような取組

をしているのか、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

子供の貧困○福祉保健部長（渡久山武志君）

の根底には、親が経済的な問題を抱えている場

合が多く、親を含めた貧困の連鎖を断ち切る取

組が必要となります。

そのため県では、子供の就学援助、無料の学

習機会の提供、子ども食堂や子ども宅食の支援

に取り組んでおります。

それらと併せ、収入の少ない世帯に対しまし

て、生活保護や児童扶養手当による経済的支援

や、自立促進のための就労支援などにより、親

の経済的自立を促進いたしまして、生活の安定

を図る取組も進めております。

ありがとうございます。県内○安田厚生議員

の子ども食堂については93か所、フードバン

ク37か所で活動していると聞いております。大

変ありがたい話だなと思っているところであり

ます。子供たちが安心して利用できる地域の居

場所を確保することや、物価高騰等の影響を受

けている生活困窮世帯を支援し、子ども食堂や

学習支援などの子供たちの居場所づくりを進め

ていただきたいと考えているところでありま

す。

次に、救急車について質問させていただきま

す。

けがや病気、野球大会で熱中症を発症したと

き、救急車を呼んだほうがいいのか、今すぐ病

院に行ったほうがいいのかなど、判断に迷うこ

とがあります。そんなときに専門家からアドバ

イスを受けることができる電話相談窓口が、救

急安心センター事業（＃7119）です。

「＃7119」は、原則24時間365日電話相談でき

る窓口であり、医師、看護師、相談員がお話を

伺い、病気やけがの症状を把握して、救急車を

呼んだほうがいいのか、急いで病院を受診した

ほうがいいのか、受診できる医療機関などを案

内します。救急車の出動件数の伸びが抑えら

れ、救急搬送者に占める軽傷の割合が低下し、

適正利用が促進されます。
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本県では、全国版救急受診アプリ「Ｑ助」の

活用や県北救急医療ダイヤルがありますが、平

日は24時間対応ではないようであります。

消防庁では「＃7119」の全国普及を進めてい

ますが、救急安心センター事業（＃7119）の導

入について、県の考えを危機管理統括監にお伺

いいたします。

医療機関を○危機管理統括監（児玉憲明君）

受診する緊急性や救急車を呼ぶ必要性などに医

師や看護師等が電話で相談に応じる、いわゆる

「＃7119」は、救急車の適正利用や相談者の不

安解消などにつながるものと認識しておりま

す。

「＃7119」の導入に当たっては、必要性や費

用負担の在り方等について、県や各市町村間で

の合意形成を図る必要があるため、県では、他

県の状況等を情報収集するとともに、今年度、

各消防本部との意見交換や、国及び導入済みの

県の担当者を招いた研修会を行ったところであ

ります。

本県の救急出動件数は増加傾向にあることか

ら、地域の限られた救急の機能を有効に活用で

きるよう、引き続き、関係機関の意見を踏まえ

ながら検討を進めてまいります。

「＃7119」は、不要不急の搬○安田厚生議員

送を減らす効果が期待され、今年度から時間外

労働の上限規制が適用される医師の働き方改革

にもつながると思います。入郷地域など常備消

防がない地域でも使用できますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。前向きに御検討いた

だきたいと思います。

昭和54年に開催されました第34回国民体育大

会は、テーマを「日本のふるさと宮崎国体」と

名づけ、「伸びる心、伸びる力、伸びる郷土」

をスローガンに、県民総参加による手作りの国

体でありました。

私は当時10歳で開会式に参加させていただき

ました。あまり覚えていませんけれども、迷子

になりまして、不安な気持ちで開会式を見守っ

た覚えがあります。その後はしっかりと叱られ

たことをよく覚えています。

大会での宮崎県勢の活躍はすばらしく、念願

の天皇杯を獲得いたしました。３年後には本県

での開催が決まり、天皇杯の獲得に向け、選手

の強化を進めることが必要であります。国スポ

の主力となるターゲットエイジの全国大会の参

加や、トップアスリートから本物を学ぶ取組な

どが必要と考えております。

そこで、宮崎国スポでの天皇杯獲得に向けた

競技力向上について、知事の思いをお伺いいた

します。

今年の佐賀国スポで○知事（河野俊嗣君）

は、男女総合得点で争う天皇杯順位の目標を20

位と定め、取り組んでまいりましたが、団体競

技の不振等もあり、結果は32位と昨年から順位

を５つ下げる結果となったところであります。

昨年の鹿児島国体では、鹿児島が東京に次い

で２位、今年の佐賀国スポも東京に次いで佐賀

が２位ということで、全国知事会で顔を合わせ

るたびに様々な知事と意見交換を行いますが、

東京に人・物・金の一極集中が話題となってお

りますけれども、スポーツの競技力という面で

も、東京への集中の度合いがとても強くなって

いるのではないかと言われております。

さらに、佐賀県の知事は「夏の大会までにか

なり差がつけられていて、秋で追い越そうとし

てもなかなか難しかった」と、そういう情報収

集もしているところであります。

今回の結果を受けまして、本県としても詳細

な分析を進めるとともに、競技団体と対策会議
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を行い、強化計画の再検討に取り組んでいると

ころであります。今後は、宮崎国スポで少年種

別の主力となるターゲットエイジの強化や、ふ

るさと選手の活用などをより推進し、全ての正

式競技において、競技力の底上げを図る必要が

あると感じたところであります。

先日、レスリングのターゲットエイジ強化プ

ログラムの練習風景を視察し、激励してきたと

ころでありますが、レスリング協会がパリオリ

ンピックの金メダリストを招いて、中高生に指

導を行ってもらいましたが、関係者の話による

と、教え方がとてもうまいということでありま

して、各競技団体の努力により、いろいろでき

る余地、伸ばす余地というものがあると感じた

ところであります。

前回の宮崎国体での天皇杯獲得が県民に大き

な感動を与え、現在の「スポーツランドみやざ

き」の礎となったところであります。宮崎国ス

ポに向けた競技力向上を進めていくことは、

「スポーツランドみやざき」の次なるステージ

を目指していこうという本県にとりまして、大

変重要な課題であると考えております。

今後とも、２度目の天皇杯獲得という高い目

標に向けまして、官民一体となって全力で取り

組んでまいります。

本県選手には、より一層の活○安田厚生議員

躍を期待しているところであります。

今年の夏、門川中学校の３年生が男女とも400

メートルリレーで全国大会に出場されました。

結果はどうであれ、教育長には大変お世話にな

りました。ありがとうございました。

次に、農林水産業についてお伺いいたしま

す。

宮崎県で10月21日から23日にかけて、発達し

た低気圧に湿った空気が流れ込んだ影響で、線

状降水帯も発生し、大雨に見舞われました。こ

の大雨の影響で、農地の浸水やハウスが倒壊す

る被害が出ました。門川町では、大雨により近

くを流れる川が氾濫し、農業用ハウスに被害が

出ていました。

今年10月21日からの大雨による被害農家への

対応状況について、農政水産部長にお伺いいた

します。

気象災害が激○農政水産部長（殿所大明君）

甚化する中で、農業者が安心して営農するため

には、農業共済などのセーフティーネットを活

用するとともに、関係機関が連携し、営農再開

を支援していくことが重要であります。

今回の大雨により被災した農業者において

は、今年の作付を縮小するなど、営農に大きな

影響が生じていることから、県では、経営の早

期再建を支援するため、災害資金を速やかに適

用したところです。

また、農業改良普及センターは、ＪＡや市町

村等と連携し、農業者の意向に応じた技術指導

や資金相談など、栽培面や経営面できめ細かに

対応しております。

今後も、安心して営農できるよう、農業者に

寄り添って継続して支援してまいります。

今回の災害では、ミニトマト○安田厚生議員

が収穫時期を迎えていましたが、水に浸かって

出荷ができなくなったものも多く、農業用ハウ

スの暖房設備などを含めると、約8,000万円の損

失が出たと伺っております。経済的な生活の問

題や、雇用している方の生活の問題など、大変

な状況が続いています。離農者を出さないため

にも、引き続き被災した農家への希望と意欲を

引き出す対策をお願いいたします。

林業立村を掲げる諸塚村において、九州で初

めて、また、村全体の取組として日本で初め
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て、平成16年にＦＳＣ森林認証を取得していま

す。また、その認証林から切り出された木材を

加工流通させるため、耳川広域森林組合の諸塚

加工センターがＣｏＣ認証を取得し、ＦＳＣ認

証材として製品を出荷しております。

そうした中、大きな経営判断の中で、現在、

耳川広域森林組合の諸塚村を含む３つの加工セ

ンターが休止となっているところでございま

す。今後、閉鎖されることになれば、森林認証

は継続されるものの、せっかくの認証材が製材

品として流通することができなくなると聞いて

おります。

そこで、耳川広域森林組合の諸塚加工セン

ターの現状について、環境森林部長にお伺いい

たします。

耳川広域森○環境森林部長（長倉佐知子君）

林組合においては、近年の製材品の販売不振に

よる赤字の累積や、施設の老朽化等を踏ま

え、10月末をもって、諸塚加工センターを含む

３つの加工施設の稼働を休止している状況にあ

ります。

このような状況を受けて、諸塚村では役場が

中心となり、耳川広域森林組合と県で構成され

る「諸塚木材加工センターあり方検討会」が設

置されたところであります。

この検討会では、これまで３回にわたり、Ｆ

ＳＣ認証の製材品出荷の維持はもとより、地域

の雇用の場の確保など、あらゆる可能性につい

て多角的に検討されているところであり、県と

しましては、今後とも、このような機会を通し

て必要な助言を行ってまいります。

諸塚村は、林業立村の地とし○安田厚生議員

て、地球に優しい森林づくりの取組が国際的に

も認められ、森林認証の村となりました。この

森林認証は諸塚村民の誇りであります。ＦＳＣ

認証の製材品をぜひ残してほしいなという思い

があるところであります。

そのような中、おが粉を販売する業者より、

畜舎用に使うおが粉の価格が高騰しているので

困っていると相談を受けました。また、畜産農

家に話を聞きますと、敷料となるおが粉や飼料

が高騰している状況のようです。

近年、木質バイオマス発電所の燃料用として

の需要拡大や、製材工場における木材加工の減

少等により、地域によっては、おが粉不足や価

格の上昇が見られています。畜舎内の衛生条件

の改善に必要不可欠な、非常に重要な敷料であ

ります。

木材加工の副産物であるおが粉は、美郷町北

郷区の加工センターで、耳川森林組合管内の農

家に向けて販売することが決まりましたが、一

部の地域では、おが粉不足の影響により、おが

粉の価格が上昇していると聞いております。県

はどのように対応しているのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

おが粉は、家○農政水産部長（殿所大明君）

畜の保温やふん尿の吸着のために敷料として活

用されるなど、畜産経営を行う上で重要な資材

であります。

県内では、平成27年におが粉不足により価格

が上昇したことから、各農林振興局、西臼杵支

庁において、定期的におが粉の需給状況等の実

態把握を行うとともに、畜産農家を対象とした

相談窓口を設置し、入手方法等に関する情報提

供などを行っております。

また、敷料の安定確保とコスト削減を図るた

め、おが粉に粉砕したもみ殻を混ぜた敷料の活

用について、民間企業や畜産農家の協力を得

て、実証試験を行うこととしております。

引き続き、現場の実情を的確に把握するとと
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もに、畜産及び木材産業の関係団体等と連携し

ながら、畜産農家の支援に取り組んでまいりま

す。

おが粉は畜産農家の敷料にな○安田厚生議員

くてはならないものであります。本県の基幹産

業でありますし、また、江藤農林水産大臣も気

にかけておられましたので、温かい御支援をお

願いいたします。

以前、県では、住宅等における県産材の利用

拡大を図るため、一般住宅の木材に係る経費の

一部補助を行っていたと聞いております。県産

材を積極的に利用した施設の木質化や製品の導

入を行う工務店や、木造建築物を建築する場合

に、その経費の一部支援を行い、木のよさの普

及と県産材の需要拡大を図ることが必要と、緒

嶋先生がおっしゃっておりました。

木材の出口対策として、県産材住宅の建設促

進に向けた取組について、環境森林部長にお伺

いいたします。

県では、県○環境森林部長（長倉佐知子君）

産材住宅の購入を後押しするため、今年度か

ら、民間主催の住宅フェアに県産材住宅のＰＲ

ブースを出展するとともに、木造マイスターに

よる相談窓口を設置し、本県の気候風土に合

い、炭素貯蔵に貢献できるなどの県産材住宅の

魅力を伝える取組を行っております。

また、県産材を積極的に活用する工務店に対

し、住宅の完成見学会やＰＲ活動の経費を支援

するとともに、使用する木材の７割以上が県産

材の住宅を供給するなど、一定の要件を満たす

工務店を県が認定し、ホームページで紹介する

取組などを進めております。

さらに、県の建築業協会及び建築士会と、県

産材住宅の建設促進に向けた協定を締結するな

ど、官民一体となった取組も進めているところ

であります。

緒嶋先生にもしっかり私のほ○安田厚生議員

うから伝えたいと思います。うまく伝わるかは

よく分かりませんが、伝えられると思います。

最近、物価高騰がいろいろなところで問題と

なっています。住宅業界も例外ではないようで

あります。新築の価格が以前より高くなり、建

てられないと伺いました。ぜひ木材利用促進を

要望いたします。

森林・林業活性化促進議員連盟で、森林との

つながりを親子で体験できる「ぎふ木育」の推

進拠点、ぎふ木遊館を調査いたしました。

「いつでも、だれでも、木育を」をキャッチ

フレーズに、多くの皆様が身近に「ぎふ木育」

を体験することができる拠点として、県内各地

の児童館や図書館、子育て支援センター等に、

岐阜の木のおもちゃを備えた「ぎふ木育ひろ

ば」の設置を進め、現在、105施設が認定され、

親子が気軽に木に触れ親しむことができる癒や

しの空間が演出されています。このような木育

を浸透させ、森林を守って生かす人づくりに取

り組むことが大事だと感じました。

そこで、木育の推進に向けた取組について、

環境森林部長にお伺いいたします。

県では、○環境森林部長（長倉佐知子君）

「みやざき木づかい県民会議」を中心に木育を

推進しており、先進県である岐阜県から講師を

招き、幼児向け木育プログラムの開発や、その

普及・推進を担う木育マイスター３名の養成な

どを行ってきたところです。

このうち、木育プログラムは、モデルとなる

幼稚園等に木育マイスターを派遣し、木材を磨

いたり削ったりする作業などを、園児の成長に

合わせ、段階的に行うことを通じて、「自然、

人、モノのつながり」を感じながら、木や森の
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大切さを学ぶ内容となっております。

また、継続的な取組となるよう、保育士を対

象とした木育リーダー研修や、木育リーダーの

活動を地域として支援するサポーターの養成も

行っており、今後とも、このような体制を生か

して木育を推進してまいります。

木育は、年齢を問わず、誰に○安田厚生議員

とっても必要な取組です。暮らしの中に木のぬ

くもりを増やしていくきっかけになってほしい

と思います。

台風第10号は、宮崎県内各地に大きな爪痕を

残しました。山からの流木が海岸を覆うように

広がる様子が県内各地で見られました。門川町

の向ヶ浜では、大量の流木が漂着し、残された

ままです。これまで地域の方がボランティア活

動で整備されてきましたが、高齢化が進み、整

備ができなくなり、そのままになっています。

そこで、漁港区域における流木の状況と対応

について、農政水産部長にお伺いいたします。

県内の漁港及○農政水産部長（殿所大明君）

び漁港に隣接する海岸を含む漁港区域において

は、台風や豪雨のたびに大量の流木が漂着して

おります。

これらの流木は、漁船の航行に支障を生じさ

せるとともに、養殖施設を損傷させ、養殖業に

多大な被害を与えるほか、海岸に漂着した流木

を放置すると、再流出による漁業へのさらなる

被害が懸念されます。

このため県では、漁業者や地域住民の協力を

得ながら、規模等に応じて、国の補助事業や県

単の災害復旧事業により、流木の回収・処分を

行っているところです。

この頃、山肌が崩れるなどし○安田厚生議員

て大量に発生した流木の被害が大変多くなって

きていると感じているところであります。山肌

が崩れる大きな原因は、森林の保水力を大幅に

上回る雨が降ったことであります。森林が放置

されて木々の成長が弱まると、土砂災害等のリ

スクが高まります。森林を整備することは、災

害対策の面でも大切なことです。

そこで、伐採事業者が行う主伐時における集

材路の開設について、どのような指導を行って

いるのか、環境森林部長にお伺いいたします。

集材路は、○環境森林部長（長倉佐知子君）

木材の伐採や搬出を効率的に行うため、林業機

械等が一時的に走行するためのものであり、開

設に当たっては、林地の保全や原状回復が早く

進むよう配慮することが大変重要であります。

このため県では、伐採事業者に対し、急傾斜

地を避けることや適切な排水処理、伐採終了後

の埋め戻しを行うことなどの注意事項をまとめ

たガイドラインを作成し、市町村と連携した伐

採パトロールなどを通じて、その遵守を指導し

ております。

特に、昨年度からは、県内３か所で研修会を

開催し、これまでに300名以上の伐採事業者に周

知・徹底しているところであり、引き続き、適

切な集材路の開設に向けた指導を行ってまいり

ます。

ありがとうございます。流木○安田厚生議員

が流出し、各地で流木による漁業被害をもたら

しているところもありますので、今後、流木被

害軽減に向けた森林づくりの推進をしていただ

きたいと思っております。

次に、水産業についてお伺いいたします。

全国で漁業従事者の減少が急激に進んでいま

す。県では、過去５年間で漁業経営体数は138、

漁業就業者数は206人減少しております。魚価の

低迷や燃油価格の高止まり、水産物の消費量の

減少や魚離れが進むなど、漁業経営は厳しい状
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況にあります。

本県では、漁業就業者が減少する中で、生産

力や漁村機能の低下が懸念されるが、今後、県

はどのような水産業を目指していくのか、知事

にお伺いいたします。

漁業就業者の減少が続○知事（河野俊嗣君）

く中で、国民に多様な水産物を提供し、漁村の

暮らしを支える水産業の成長産業化を図るた

め、第六次水産業・漁村振興長期計画に基づ

き、生産力の向上や漁村の基盤強化を図ること

が重要であると考えております。

このため県では、生産力の向上を図るため、

未利用漁場の開拓や、魚礁の整備による漁場づ

くりといった生産環境の充実に加え、操業支援

アプリによる漁海況情報の提供などのスマート

化の取組も進めております。

また、漁村の基盤強化を図るため、漁港施設

の強靱化や、漁業者や漁村を支える漁協の経営

基盤の強化、漁村地域の魅力を創出する海業の

取組を進めております。

この海業に関していいますと、安田議員に案

内をいただいて、私も訪れました庵川のフィッ

シャーマンズフェスは、とてもいいイベントだ

と思いました。幾つかバーベキューのブースが

あって、そこで取ってきた魚を目の前で焼い

て、訪問した方が漁業者の話を聞きながら食べ

ることができる。漁業者にとっても、いろんな

刺激であったり、やりがいにもつながります

し、訪れた方にとっても、魚介類であったり、

漁村のファンにもつながる、そういったイベン

トであったと考えております。

現在、令和８年度にスタートする後期計画の

策定を進める中で、これまでの取組の検証や、

漁業や漁村の実態を踏まえた対策の検討を行っ

ております。これらの取組を通じて、持続的に

成長する水産業と多様性にあふれた魅力ある漁

村の実現を目指してまいります。

知事も参加されておりまし○安田厚生議員

た。漁業者が自ら計画してイベントを開催する

ということで、私も同じように参加させていた

だきました。

門川の漁師がどのように漁をしているのか

知っていただき、そしてまた、イベントに来て

くれた人と向かい合わせになって、いろいろサ

ザエとか魚を焼いて食べさせる、そういう企画

でありました。なかなかいい企画だなと思って

いるところであります。ああいうイベントを通

じて漁師の仕事に興味を持っていただくと、う

れしいなと思っているところであります。若い

者が増えると、なおさらいいなと思っていると

ころであります。

県は、第六次宮崎県水産業・漁村振興長期計

画では、新規就業者60人を目標に掲げていま

す。漁船や漁具の更新などを支援し、生産性、

収益性を向上させる方策を打ち出し、漁業者を

離職させない環境を整えたいと考えています。

県は新規漁業就業者の確保・育成にどのよう

に取り組んでいるのか、農政水産部長にお伺い

いたします。

持続的に成長○農政水産部長（殿所大明君）

する水産業を実現していくためには、新規就業

者を確保・育成していくことが大変重要であり

ます。

このため県では、各地域における新規就業者

の受入れ体制づくりの支援や、経営開始時に必

要な資金の給付を行うとともに、宮崎県漁村活

性化推進機構が行う就業希望者の掘り起こしや

漁業体験研修の取組を支援しております。

また、県立高等水産研修所において、漁業技

術の習得や海技士の資格取得など、即戦力とな
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る漁業者の育成を行っております。

今後は、水産試験場との組織統合による教育

機能の強化を図るなど、水産業を取り巻く情勢

等の急速な変化に適応できる多様な人材を確保

・育成してまいります。

新規就業者の確保は喫緊の課○安田厚生議員

題だと感じておりますので、その対策をぜひよ

ろしくお願いいたします。

次に、災害対策についてお伺いいたします。

８月８日の午後４時43分頃、宮崎県日向灘を

震源とする地震により、宮崎県日南市におい

て、最大震度６弱の揺れが発生いたしました。

この地震に伴い、１メートル程度の津波注意

報が発表され、多くの県民が避難し、海に面し

た門川町では、多くの住民が高台に避難いたし

ました。高台にある門川町役場に避難する車で

渋滞も発生したところであります。

また、ＪＲが地震のため緊急停車し、踏切の

遮断機が下がり、避難したいのに避難できない

状態が続いたところもあったようです。このよ

うな際に、どのように対処していいか分からな

い、線路を横断して避難していいのか、また遮

断機をどうやって上げればいいのかという問合

せがございました。

北海道では、津波発生時に線路を横断して住

民が避難できる仕組みづくりに、ＪＲ北海道と

動き出しました。津波からの避難について、踏

切以外の場所での線路の横断を条件付で認める

方針を明らかにしました。

鉄道営業法では、鉄道地内にみだりに立ち入

る行為に罰則を設けているが、北海道の太平洋

側では、津波から避難する際、線路を越えて浸

水する地域があり、沿岸住民から横断の許可を

求める声が上がっていました。

本県も災害時に避難所までのルートが遮断さ

れる可能性があるが、避難経路を確認すること

の重要性について、危機管理統括監にお伺いい

たします。

災害時に安○危機管理統括監（児玉憲明君）

全で迅速な避難をするには、日頃からの備えと

して、ハザードマップ等を活用し、自宅等の災

害リスクや避難先の検討、避難経路の確認など

をしておくことが大変重要であります。

特に、避難経路については、なるべく線路を

またがないルートや、ブロック塀の倒壊や浸水

等により道路が遮断される可能性があることも

考慮し、複数ルートの検討が望ましいとされて

おります。

また、避難の実効性を確保するため、地域や

学校での防災活動で、想定した避難場所や避難

経路を使って、実践的な避難訓練を行うことも

重要であります。

安全で迅速な避難は、命を守る最も大切な行

動ですので、今後とも、市町村と連携しなが

ら、その啓発等に努めてまいります。

県民の命に関わる非常に大き○安田厚生議員

な問題であります。各自治体としっかりと話合

いを進めて、今回、ＪＲの踏切や線路の在り方

など、新たな問題点への対策をお願いいたしま

す。災害時の踏切について、周知を図っていた

だきたいと思っております。

先月、延岡・日向・門川の防災研修会が延岡

看護専門学校で開催されました。異業種間の連

携強化により、災害対応力の向上を図るのが目

的であります。各市町村議員や医師をはじめ、

消防本部、行政など、様々な業種の方が参加さ

れました。そこで、県北医療体制の問題点や災

害時の拠点病院の役割をテーマに講演していた

だきました。

災害や不測の事態が生じたときには、迅速か
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つ的確な対応が求められていますが、災害発生

時の混乱を最小限に抑えるためには、平時から

危機管理体制を構築し、万が一に備えることが

必要であるということでありました。そのため

にも、災害医療のことを考えると、県立延岡病

院に看護師60名の増員が必要なことや、病院内

に「危機管理科」の創設が必要であるというこ

とが分かりました。

災害時における県立延岡病院の体制及び今後

の取組について、病院局長にお伺いいたしま

す。

県立３病院は、災○

害発生時に被災地内の傷病者の受入れ等を行う

災害拠点病院であり、24時間緊急対応できる体

制を整えておく必要があります。

延岡病院では、災害時に迅速に対応できるよ

う、毎年、県の総合防災訓練への参加はもとよ

り、独自に様々な災害を想定した訓練を実施す

るとともに、実際の災害発生時には、県の体制

に応じて、院内に災害対策本部などの組織を立

ち上げ、ＤＭＡＴを中心に、県や圏域内の医療

機関などと連携し、災害医療を行っています。

今後とも、県、市町村、医師会、他の災害拠

点病院や医療機関、消防機関等との各種訓練等

を通じて、顔の見える関係を構築し、災害医療

体制のさらなる充実につなげてまいります。

この研修を通じて、事前にそ○安田厚生議員

れぞれの課題を知り、官民を問わず垣根を越え

たネットワークづくりが必要と感じました。

看護師60名はちょっと行き過ぎかもしれませ

んが、危機管理科の創設については、ぜひ議論

していただきたいと思います。県民の命を守っ

ているのは県立延岡病院だということをしっか

りと分かっていただくためにも、よろしくお願

い申し上げます。今後もこのような研修会を重

ねていくということでありますので、私も参加

したいと考えているところであります。

全国にある上下水道の緊急点検結果が公表さ

れました。特に、避難所や災害拠点病院などの

重要な施設のうち、接続する水道・下水道管路

の両方が耐震化されている施設の割合は約15％

と明らかになりました。

能登半島では、多くの管路が破損し、現在も

自宅のトイレやお風呂が使えない方も多いと

伺っております。水の重要性を痛感したところ

であります。

そこで、国の緊急点検における本県の重要施

設の耐震化率の状況と、それを踏まえた県の取

組について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

本県におき○福祉保健部長（渡久山武志君）

まして、耐震化されております管路が接続して

いる避難所や病院などの重要施設の割合は約18

％となっております。

今回の緊急点検によりまして、重要施設等の

耐震化が十分でないことが確認され、国は、令

和７年１月までに、重要施設に接続する管路の

耐震化等を計画的・重点的に進める上下水道耐

震化計画を策定するよう水道事業者に要請して

おります。

避難所や病院などは、災害時でも水の使用が

不可欠でありまして、早急な整備が求められて

おりますので、県といたしましても、水道事業

者が行う計画策定に対し、必要な助言や指導を

行ってまいります。

避難所や災害拠点病院など、○安田厚生議員

重要な施設の水道管路の耐震化をお願いしたい

と思います。

近年、豪雨や地震など自然災害が相次いでい

ます。本県も昔から数多くの自然災害に見舞わ
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れてきました。被災地域では、先人が犠牲者の

慰霊や災害を繰り返さないことを願い、自然災

害伝承碑が造られてきました。過去の自然災害

の教訓を地域の方々に適切に伝えるとともに、

教訓を踏まえた的確な防災行動による被害の軽

減を目指しています。

自然災害伝承碑を把握し、活用すべきだと思

いますが、県の考えを危機管理統括監にお伺い

します。

自然災害伝○危機管理統括監（児玉憲明君）

承碑は、地域で起こり得る災害についての貴重

な情報を伝えており、学校での防災教育や地域

での防災活動等に活用できる有意義なものと考

えております。

全国の自然災害伝承碑につきましては、国土

地理院が登録制度を設け、ホームページで公開

していますが、県内では、えびの地震記念碑な

ど13基が登録されております。

県では、昨年度実施した「親子で学ぶ津波学

習バスツアー」で、宮崎市の外所地震供養碑を

訪れるなど、災害を学ぶための教材として活用

しております。

今後、県ホームページ等での紹介や、市町村

に対し登録制度の周知を行うなど、自然災害伝

承碑についての取組をさらに進め、防災意識の

向上を図ってまいります。

こうした災害伝承碑は、あま○安田厚生議員

り知られていないのが実情であります。ぜひ教

育分野でも学習していただきたいと思います。

教育長、よろしくお願い申し上げます。

以上で私からの質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○濵砂 守議長

した。

明日の本会議は、午前10時から、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時42分散会
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